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1　本書は、大阪市中央区法円坂町、馬 町一 に所 する国指定史跡難波宮跡 法円坂遺跡（ 、

史跡難波宮跡と記す）の保存と活用に いて記 た計画書で る。

2　史跡難波宮跡は、昭和29年 の発掘調査によ 、それ で所 の で た宮殿の大規

な が らかとな 、 た同 に 2 期の宮殿遺構が するという他に を ない特 な存

形 を すことが判 た。

　　その後の た発掘調査によ 、上 が 朝の難波宮で 、 が孝徳朝の難波長 豊

宮で ることが され、 が国の古代史を考えるうえで学術的に極 て 要な遺跡で るこ

とが らかとな た。

　　 た の高度 済成長による 済 先の 代風 に て、大阪市という大都市の中 部で、

大規 に遺跡の保存が成 られたという において 、難波宮跡は が国の遺跡保存の歴史

のなかで、画期となる けの 要性を ているといえる。

　　昭和39年に大極殿院を中 と た が史跡に指定され、その後 6次に たる史跡の追加指定

がおこな れて た。一方、同46年 、主に中央大 南の敷地の環境整備事業がすす ら

れて た。この 期の整備事業はそれ れの敷地 とに計画が定 られていたので るが、 一

た 体計画の 要性から、平成10年度に「難波宮跡公園整備基本計画」を 定 た。その後20

年 くが 、周辺 変化をみたことから、これらの計画の 直 をおこない、その成果

を とに保存活用計画を 定することと た。

3　 定 業は、平成21～24年度に前出の「難波宮跡公園整備基本計画」の 直 をおこない、その

後同26、27年度に、主に中央大 北の敷地の整備、活用計画に いて検 をすす た。同28

年度には史跡部 を中 と てその周辺部を含 た に いて 的、社会的環境の現 調査

をおこない、 て の整備活用事業 を検 た。同29～31年度・ 和元年度には、こ

れらを基 と て保存活用計画の 定をおこな た。　

4　本保存活用計画の 定に た ては、難波宮跡整備計画検 委員会 の指 を た。

5　本保存活用計画 定事業は、大阪市教育委員会が中 とな 、大阪市 済 局、同建設局の

3局が 同でおこない、検 に た ては、大阪府都市整備部、府 文化部、大阪府教育庁文化

財保護 の を ながらすす た。 た本計画の 定に た ては、文化庁記念物 （平成

30年10月からは文化財第二 ）の指 、助 を た。　
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第 章　 の

　 の

難波宮跡は、大阪市中央区法円坂を中 に所 する古代の宮殿遺跡で る。 ・ 代の歴史

における 要な 台とな た けでなく、宮殿遺跡と て規 ・内容と に、 が国を代表する存

で る。昭和29年（1954）から 日に る で た発掘調査がおこな れ、多くの な成果を上

て た。昭和39年 1964 には、宮殿中 部の大極殿を中 と た一角が第 1次史跡指定を けた。

昭和50年代 、宮殿中 部の周辺地域で 調査がすすみ、 い で難波宮の一部と れる遺構

が検出されるなどの成果を けて、その後 6 次に たる追加指定によ 、現 14.5 が史跡に

指定されている。

これ で、環境整備事業の検 がおこな れて たのは史跡指定地とその 定地に られていたが、

これらの周辺地区で て発掘調査がおこな れたことによ 、関連する遺構が検出され、難波

宮の 体 を推 で るようにな た。 後は、これらの地区において保護と活用の を 、 域

に 遺跡の保存を図るとと に、市 に て難波宮の 体 をよ 理解 すくする方 を

ることが 要で る。

図 1　難波宮跡とその周辺（2001年 ）
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　 の

史跡を に保存 、その を守 えるた には、 好な環境整備をおこない、 く市 に周

、積極的な活用をすす ることが 要で る。それによ 史跡の が再 され、さらなる保

存と活用に ながる。

そのた に保存活用計画を 定 、保存と活用の方 を 、それを とするた の 体的な整

備 法等を定 る ので る。

主な内容は のとお で る。

・史跡の学 的 を掘 、史跡の「本 的 」を に 、保存と活用の方 を定 る。そ

の方 に基 、史跡の保存、環境整備、活用に いて、 体的な 法を定 る。

難波宮跡に いては、昭和46年（1971） 、環境整備事業がすす られて たが、活用、管理等を

含 ての と た形にはで ていなか た。 年、難波宮跡をと く周辺環境に が られ

ることから、 に た ての整備、活用方 を定 る ので る。

た、関連する計画の「大阪の成長 」「大阪都市 」では、大阪城 含 たこの アを「文

化・ 」と 、 い の 化を図る方向性と 体的 組みが されている。これらを

けて史跡の保存と活用を図るとと に、2050年の難波宮遷都1400年に向け、難波宮の 体 がよ

体的に体 で る史跡地の計画を 指す。

 
史跡大坂 跡史跡大坂 跡

文化財 難波宮跡文化財 難波宮跡

難波
大 跡

難波
大 跡

宮遺跡宮遺跡

大坂 跡大坂 跡

0 300m

史跡大坂 跡史跡大坂 跡

遺跡遺跡遺跡遺跡

大坂 跡大坂 跡

遺跡遺跡

図 2 　史跡難波宮跡 法円坂遺跡と周 の埋蔵文化財包蔵地の難波宮跡（大阪府地図 報シ ムよ 成）
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　 の

1 ）計画 定の れ

計画 定に 要な 収集および周辺 の調査、現 、検 等を記 、 定の れを、

次のように整理 た。      

の収集・整理  

史跡に関する文献等の収集

びに の整理 

現地調査  

に関する現地

と現  

環境条件の と  

史跡指定地 び周辺環境条件の整理と  

【史跡の内容 と 】 
史跡の保存 、 等、その内容の と  

【史跡を構成する要 の と 】 
史跡を構成する要 の 出、整理、 びに の と

【保存活用計画】 
史跡の地区 と・構成する要 との保存活用計画の  

【整備活用計画】 
史跡指定地の整備 びに活用に関する基本方 の  

【管理 営 び推進体制】 
保存管理 びに整備活用の推進に る管理・ 営の方 の  

【保存活用計画の と 】 

【保存管理に る基 的事 、方 の設定】 
史跡指定地における遺跡の いに る基 的事 と方 の設定 

難

波

宮

跡

整

備

計

画

検

委

員

会
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2 ）難波宮跡整備計画検 委員会 の

 昭和45年（1970） 、史跡難波宮跡の保存、活用、および環境整備事業の 施に た ては、学

者で構成された難波宮跡整備計画小委員会、および同整備計画 事会の指 を けながら

すす られた。その後は同56年 1981）に新たに設 された難波宮跡整備計画委員会、および同専門

委員会の指 を ながらすす られた（ は第 5 3 参 ）。

委員会は平成21年（2009）に難波宮跡整備計画委員会に一本化され、本保存活用計画の 定に

た て指 を た。同委員会は平成26年 2014）に難波宮跡整備計画検 委員会 に が変 とな

た。

平成21年度 の委員構成は のとお で る。

平成21年度～24年度　（ 書は平成21年 ）

　 野　久　　（元 山大学教 ）　　　　　　　　　　　日本史

　 　公 　（ 大学 教 ）　　　　　　　　緑地計画

　 　仁　　（九 術工科大学 教 ）　　　　　　日本建築史

　 木　 吉　（元 国立文化財研究所所長）　　　　　日本建築史

　 田　 （大阪大学 学長）　　　　　　　　　　　日本史

  　清 　（ 元興 文化財研究所 理事長）　　　　考古学

　中尾　芳治　（元 山学院大学教 ）　　　　　　　　考古学

  　徹　　（京都 大学教 ）　　　　　　　　　　　日本史

　八木　久栄　（元 大阪市文化財協会報告書 成 長）　考古学

図 3　難波宮跡整備計画委員会委員（平成24年3月）

　　　（ よ 、 、中尾、 木、 、 野、八木、 田、 の 氏）
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平成26年度～　（ 書は平成27年 ）

　 立　基 　　（和 山大学教 ）　　　　　　　　　　　　　        済学（ 集 ）

　加 　宏 　　（大阪府立大学 教 ）　　　　　　　　　　　        都市計画（ 園）

　 　多 　（ 谷大学教 ）　　　　　　　　　　　　　　        考古学

　中尾　芳治　　（元 山学院大学教 ）　　　　　　　　　　        考古学

　弘本　 　（大阪 ル ー・文化研究所研究員）　        ち く

  平 　 　　　（ 文化財研究所文化遺産部、平成26年度のみ）　    園、史跡整備

　前川　歩　　　（ 文化財研究所都城発掘調査部、平成27年度 ）　建築史、史跡整備

　 　徹　　　（京都 大学教 ）　　　　　　　　　　　　　        日本史、史跡整備

　八木　久栄　　（元 大阪市文化財協会報告書 成 長）　　　        考古学

事 局

大阪市教育委員会事 局総 部文化財保護 、同 済 局文化部文化 、同建設局公園緑化部調

整 。

大阪府教育庁文化財保護 、同都市整備部事業管理 事業 画 、同都市計画 公園 、同府 文

化部都市 創 局 画・ 。

事 局は大阪市教育委員会事 局総 部文化財保護 に く。

なお計画の 定に た ては、文化庁記念物 （平成30年10月 は文化財第二 ）の指 、助 を

た。

　

3）検

史跡難波宮跡の環境整備事業は、昭和46年度の後期大極殿の基 元を とする。その後、同51

年度 は南部 において朝堂院遺構の表 を中 に、敷地の道路際に高木を植 、 た公

園と ての 施設等を設 た。この に遺構表 法の検 がなされ、前期難波宮、後期難波宮

を な た表 方法と 、 者の いを 的に で るようにするとい た基本的な方 が 定

た。

その後、平成10年度に西部 の整備をおこなうに た 、 3 の の遺構の性格、立

地条件等の いを え、それ れの に られる を に た史跡 体の整備基本計

画と て「難波宮跡公園整備基本計画」を 定 た。

平成20年度には、朝堂院東 の大阪市住宅供給公社の敷地の遺構保存と住宅整備、敷地計画等に

いて検 するた に、同公社内に難波宮跡整備計画委員会の委員が中 とな 「史跡および住宅整備

に いての検 委員会」が設 された。平成21年度 は、北部 に た 大阪 局

が た後を けて、その跡地の整備をすす る 要性が高 、整備 法に いて検 すること
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とな た。検 に た ては、上記基本計画の 定後に 部の敷地で史跡追加指定、公 化がすす

こと等の周辺事 の変化を え、基本計画の 直 をおこな た。 直 の際には、その後の

発掘調査によ 、周辺地区で 要遺構が と て発 された敷地 含 て、整備活用 が検 され

た。

平成26・27年度は、旧 大阪 局敷地を中 に、 体的な整備、活用 法の検 に た。

その際、同26年度 は、難波宮跡の活用、整備事業は、大阪市 けでなく大阪府 同でおこなう

こととな た。

このような の中で、 後の史跡難波宮跡の保存、活用等の事業をすす るに た 、基本方

を定 た保存活用計画の 定が 要で るとの指 、指 を け、同26年度には、史跡 を中 と

て周辺部 含 た に いて、 、社会環境等の現 調査をおこない、それらを基本 と

て平成29年度よ 保存活用計画を 定 た。

難波宮跡整備計画委員会（平成26年度 は難波宮跡整備計画検 委員会 ）は、 の日 で

された。

　平成21年度　平成22年 3月31日

　平成22年度　同　23年 3月16日

　平成23年度　同　24年 3月21日

　平成24年度　同　25年 3月19日

　平成26年度　同　27年 3月24日

　平成27年度　同　28年 3月22日

　平成28年度　同　29年 3月 6日

　平成29年度　同　29年10月 4日

　平成30年度　同　30年 6月14日、31年 3月20日

　平成31年・ 和元年度　 和元年11月27日
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　 の

保存活用計画を 定するに た 、関連する計画を に整理 た。

1 難波宮跡・大阪城連 一体化構 　

【大阪市、大阪市教育委員会　昭和60年公表】

昭和60年（1985）3 月大阪市会定 会および文教 済委員会で、難波宮跡と大阪城を連 一体化

た歴史公園と て整備する方 が公表された。

難波宮跡では昭和46年度 、大極殿院および朝堂院地区（本計画における「南部 」）の整備

事業をおこな て たが、阪神高速道路・中央大 北の敷地（同「北部 」）に いては、内裏

という宮殿内における 要遺構が存 する地区で るに かか ら 史跡 指定の 地が 、

大阪 局 大阪府 会館の建物 と て存 する で、整備工事 で た。

この構 は、 後北部 の整備をすす 、北側に する大阪城公園と連 一体化 た歴史

公園と て活用、整備することによ 、古代から中世、 世に る大阪の歴史を市 阪者によ

く理解 て らうことがで るようにする。 て発掘調査の成果を展 する考古博物館を建設

、よ 一 大阪の歴史に いての関 を高 て らうという ので る。

この構 に基 、その後、北部 では 大阪 局の と史跡の追加指定および用

地の公 化がおこな れた。 た、難波宮跡の遺跡（考古）博物館に いては、平成13年（2001）、大阪

歴史博物館と て 現 た。平成25年（2013）には 後に た大阪府 会館の建物が解体・ さ

れ、用地は公 化された。

この構 は北部 けでなく難波宮跡 体の活用、整備計画の基本的な考え方とな ている

ので る。

2 ンド ン・大阪　

【大阪府住宅 ち く 部都市 間創 、大阪市都市計画局 発調整部 発計画 　平成24年 6

月 定】

「 ンド ン・大阪」は大阪の 後の方向性を、 く世 に発 する ので 、府域 域の

方向性を す「 ジ ン・大阪」に と 2050年を とする大都市・大阪の都市 間の を

か すく す ので る。

計画地は、「大阪城・周辺 ア」に けられている。この アの 後の 期的な 組みと

て、「大阪城公園の周辺のに い創出」が られてお 、 体的には、周辺の回 性の向上が

されている。
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3 大阪の成長 　

【大阪府 画部 画 計画 計画 ルー 　平成27年 2月 定、平成30年3月改定】

大阪を新たな成長 道に るた 、概 2020年 での10年間の成長 を掲 、それを 現する

た の 期・中期（ 3 ～ 5年）の 体的な 組み方向を らかにすることを らいと て 定された

ので る。 

この は、「大阪が成長するた には が 要か」という から、 要と考えられる 組みを

く と た ので る。大阪府と て 組む 施 ・事業 けではなく、法制度の改 創設な

ど国と て 組む こと、関西 体で連 て 組む ことなど、さ な主体の 組み

多 に たる内容が れてお 、都市再生に向けた 体的な 組みの一 と て、先

た「 ンド ン・大阪」の推進が けられている。

大阪 ・  
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4 新・大阪市緑の基本計画　

【大阪市建設局公園緑化部調整 （計画 ）　平成25年11月 定】

みど の ・ ードの を活か ながら、「 ンド ン・大阪」等との整合 図

、都市公園をは と た公的施設整備中 から 上 壁 含 た 地緑化、さらには

な緑の保 ・創出をすす ていく市 ・事業者の 組みの指 と て 定された ので る。

計画地は、「みど の 」の中で、 みど の 格 を形成する「上町台地 ア」、 みど の都

市 を創出する「大阪城周辺 ア」に けられている。 的に緑化の推進に を加える

地区と て緑化 地区に 設定されている。

5 大阪都市 創 2020　

【大阪府府 文化部都市 創 局、大阪市 と とみど 振興局　平成24年 定、平成28年11月

改定】

は、これ で府市が連 て推進 て た 組みを発展・進化さ るとと に、さらなる

都市 の ア を図 、大阪府域 体の発展に するた に、「内外から人、 ノ、

等を び む『 い大阪』の 現」 び「世 に存 を す『大阪』の 現」を に掲 、平成28

 

 

“ ”  

 

大阪 史・文化

保  

・ 保   

 

“ 市 ”  

大阪  

市 ・集  

・ 市 ・集

  

・大阪 市 ・

発   

化 区 大阪 市 大阪 市 ・発 大阪

  

計画地 
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年度から 和 2年度を計画期間と て、世 的な創 都市、国際 ンター ン 都市へ加速する

よう 組みを進 ることとされている。

計画地は、集 を 化するた の アで る「大阪城・大 前・ ノ宮地区」に てお 、

「世 第 1 の文化・ 形成・発 」の 組みの一 と て、難波宮跡公園の ード・

からの 向上を図ることとされている。

6 生 学 大阪計画

【大阪市教育委員会事 局生 学 部　平成29年 3月 定（改定）】

「生 学 大阪計画」は、教育基本法による生 学 の理念の 現に向け、生 学 を る現 と

を えて、大阪市におけるこれからの生 学 推進に向けての 、総合的か 長期的に

施 の方向性とその内容を らかにすることを 的とされている。

生 学 とは、市 が、人生の ら る において、 に た 、方法を で、

主体的に学 に 組 るようにすることで 、この計画の中では、 のことが記されてお 、

難波宮跡において 、生 学 の を えた史跡の保存・活用の検 が 要で る。

大阪市の生 学

のこれから 

・大阪の 歴史、文化、 環境など、大阪の を生か た学びの ワー く

をすす 、学 の 会を 供 、内容に が を た 、 の を創 、発 、市 の

ちへの関 、 を高 ていく。 

・古くから市 らの で守 育 れて た歴史的、文化的遺産 、豊かな 環境など な

財産を、学 と て積極的に活用する。 

・地域図書館、生 学 施設（特に博物館）等と連 、 く地域に て 報発 をする。 

・関 部 間の連 を 化 、本市が所 する歴史、文化、 環境に関する 報 を

、活用するた の 組み く をすす る。 

 

7 大阪府市規制改 会

【大阪府市規制改 会 （事 局 大阪市 画 画部、大阪府財 部行 営 ）　平成26年

3月 定】

平成25年（2013）に、大阪府市の成長 の推進および産業の活性化等に するた の規制 和、制

度改 に いて検 するた に、大阪府市規制改 会 が された。

検 果が に と られたが、その中で、 の「安 」「 」「平等」とい た けでなく、

「 さ」を「 ち く 」のた の 要な と て け、 る を活用することによ て、

そこ けに かない さを く ることが人を引 ける になるとい たことが指 され

ている。

その中では大阪に特 的な 代建築 長 、水辺 間、 堂 などと て（特別）史跡の活用を

図ることなどが られている。
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8 大阪 ー シ 会 　 .1.0 ～ Ａ Ａを て～

【大阪 ー シ 会 （事 局 大阪府 ー シ 部、大阪市 ）　

和 2年 3月 定】

ー シ とは、先端 術を積極的に活用 、都市 の解 都市 の 化を図 、市

が利 性を で る ー を 供 生活向上に な ていくという ので る。そのた に、

内外の 業、大学、他 治体等と連 、 術 に ら 「社会 」のた の 組み等を 積 、

ー シ の 現を 指すとする。

組む ー と て られている い ち く （ ちの 出）のた には、都市が

する文化 などを 出 、 ちの さを さ ることが 要で る。難波宮跡において 、

「 ノ ジーを活か た歴史遺産の 向上」と て、 （ 現 ）、Ａ （ 現 ）等の 法

ータを用いることによ 、歴史的な みをア ールすることが で る。こう た

ノ ジーを ン ンツ化 、事業展 で るような環境を整えることが れるとする。

9 大阪市景 計画　

【大阪市計画局都市計画 　平成18年 定、 和 2年 3月改定】

平成18年、国の景 法に基 大阪市景 計画が 定され、 好な都市景 の形成に向けた

施 が された。同29年 3 月には、景 に する市 の の高 、都市 の 新にと な

う ちなみの変容などを 景と て、施 の 性を高 、総合的な景 形成の推進を図 ていく

た 、計画の変 が行 れた。

た 和 2年 3月には、 間景 を さ 、市内 所に大阪ら い新たな 所を創出す

ることによ 、市 のシ ドの 成を図 、 た大阪の を高 ていくことを 的と

て、景 計画が改定された。この中で、大阪城 守 を む と て、難波宮跡南部

の大極殿跡が られている。大阪城と難波宮跡の一体的な関 性が 上 られ、大阪の

的な の形成に する のとされている。
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第 章　

　

1 ） と地形 

難波宮跡は、大阪平野の中央を南北に く上町台地の先端に する。この の地 は、中

の上町 と れ、 ・ を主体と て多くの 化石を含 成 土などで構成されている。

これらの地 が 100 年前に生 た地 変 によ て て形成されたのが上町台地で る。台

地の東西 は 2 000 、 高が高い 所が大阪城で 25 、南に行くに たがい に

低くな 、 野 で 15 、住吉区 の た で 10 となる。

上町台地は、難波宮跡に する大阪城の北側で急 に低くな 、その 所で 川水 の大川と旧

大和川水 の 川とが合 て西 、堂 川、土 川、安治川、木津川、 川と れ、大阪

に 。 世にはこれらの川と がる 川が に され、 日に がる大阪の町 の基 が

形成された。 川は 後の高度 済成長期に多数埋 立てられ、高速道路などに を変え、 では東

川と道 川を すのみとな ている。

台地の西には大阪 の によ て形成された 高 2 ～ 5 の難波 とその北に形成された

難波宮跡

図 4　大阪平野中央部の地形 類図（建設省国土地理院1965を とに一部加 ）
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0 1,000m

が び、これらの の は、豊臣期に城 町が形成される とほ 一 ている。一方、

台地の東に がる 内平野は、 から 7 000年前の縄文 代前期には大阪 と がる内 で たが、

その後の 水 の低 と旧大和川水 の 川が 土 によ て 化がすすみ、 2～3 000年前に

に、1 700年前頃には 水の に変化 たと考えられている。このように大阪の発展は、上町台地と

川水 旧大和川水 などの多数の 川が なす とそれに かけた人 の営みによ て形成

されて たといえよう。

2）景

都市大阪の歴史は、上町台地上に くられた 5 世紀の倉庫群（法円坂遺跡）とそれに く 代・

代の難波宮に 、 内 川の水上 と に発展をみた。都市と ての景 難波

宮とそれを に南へとのびる難波京 大路跡、その に された四 条 を 難波

京に ることがで る。この上町台地を南北に ンは中世の 野 道に引 がれる。それを

けて、豊臣 吉の大坂城築城と城 町の建設によ 日 る町 の基 が 成する。この城 町

建設において、上町台地上には四 に く 町と町 が、台地の西には が、北には の町

が形成された。 代になると豊臣 代の を西と南に 大するよう多数の 川が らされ、

その水 を利用 て中 の蔵 敷群 、堂 市

がおかれ、 国の物 の とな た。

代になると、都市計画に基 く道路、 道、 、

公園などの社会基盤の整備がすすみ、都市の緑化、建

築物 ちなみの整備など、多くの 野で市 、事業

者と行 が一体とな た ち く がすす られて

た。町人の町で た 、徳川期の 家 敷を

て 公 施設が多数を た大阪城周辺地域、官

営工 が建設された など、徳川期の町 を

ながら独 性の る町が形成された。

難波宮跡周辺域は、 日の大阪都 の中 とな て

お 、高度な土地利用がなされる一方で、大阪の歴史

を える歴史 産 的な水辺などが調和 、豊か

な都市景 を形成 ている。特に、難波宮から大阪城

を す タ（ ）は、か ての城 町から大

坂城 守を す景 を さ 、城 からの景

出の をうかがうこと で る。た 念なこ

とに、このような歴史的な景 難波宮跡を する

阪神高速道路が、計画地の景 要 とな ている。

図 5　古代の上町台地（趙ほか2014）
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2　

1）難波宮跡公園の概要

難波宮跡公園は、歴史公園と て昭和49年（1974）に7.0 が都市計画 定され、その後さらに4.2ha

が都市計画 定された。現 、南部 ・西部 では、遺構の保存・ 元整備を一部お

こな ているが、北部 は都市公園と ては 設 ておら 、 設区域とな ている。西

部 は、1.2 のうち1.1 が公園 設区域とな ている。

2）歴史、文化財関連施設

史跡難波宮跡周辺には、史跡 文化財が多数存 、これらを 「歴史の 歩道」が設定されて

いる。

図  都市計画公園の  

図 6　都市計画公園の

国指定文化財(史跡)  

  別  所 者 指定年月日  

大坂城跡 特別史跡 国・大阪市・豊国神社 昭和 30年(1955)6 月 24日 

 

難波宮跡 法円坂遺跡 
 

史跡 
国・大阪市・日本 ・ 

西日本 ・大阪市住

宅供給公社 

 

昭和 39年(1964)5月 2日 

国指定文化財(建築物)  

       別 所 者 指定年月日

都市計画公園区域 史跡区域

西部ブロック：1.2ha
（公園開設1.1ha） 北部ブロック：2.3ha

（未整備）

南部ブロック：7.7ha
（史跡として供用）
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大阪市顕彰史跡

大阪 か の遺跡 文化財の所 地を大阪市顕彰史跡と て指定 ている。市制70周年記念事業の

一環と て、昭和34年（1959）よ 顕彰 顕彰 ルが設 されている。

計画地周辺の大阪市顕彰史跡に いて に整理する。

歴史の 歩道

「歴史の 歩道」は市内の史跡 古くからの道 などを ル ー と て整備されてお 、

歩道には、「シン ル ー 」「 内 」「路 」の 3 類の方法で 内表 がされている。計画地

は「上町台地北 ー 」に されている。

  

文化財(史跡)  

     年月日  

大坂 跡 史跡 ・大阪市・  30年(1955)6月 24日 

 

難波宮跡附法円坂遺跡 
 

史跡 
・大阪市・日 ・ 

日 ・大阪市

 

 

39年(1964)5月 2日 

文化財( )  

       

大阪 (大 ) 文化財  28年(1953)6月 13日 

大阪  文化財 大阪市  9年(1997)9月 3日 

史跡  

     年月日  

中  史跡 大阪市  13年(1938)5月 11日 

局跡 史跡 大阪市  34年(1959)4月 30日 

 

年月日

文化財(史跡)  

     年月日  

大坂 跡 史跡 ・大阪市・  30年(1955)6月 24日 

 

難波宮跡附法円坂遺跡 
 

史跡 
・大阪市・日 ・ 

日 ・大阪市

 

 

39年(1964)5月 2日 

文化財( )  

       

大阪 (大 ) 文化財  28年(1953)6月 13日 

大阪  文化財 大阪市  9年(1997)9月 3日 

史跡  

     年月日  

中  史跡 大阪市  13年(1938)5月 11日 

局跡 史跡 大阪市  34年(1959)4月 30日 

 

年月日

 指定年  

八軒家 跡 

月山 一
が さ さ か

旧 跡  

難波宮跡 

石山本 推定地 

三橋 跡 

の宮  顕彰 ル( の宮 ) 

昭和38年 1963

昭和46年 1971

昭和56年 1981

平成7年 1995

平成24年 2012

平成25年 2013
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大阪歴史博物館（ なに 歴博）

大阪歴史博物館は、難波宮の ージアムで るとと に、大阪の都市の歴史に を て

た歴史 の総合博物館で る。 大阪 局の新 会館との 合施設と て、大阪市と日本

協会との 同で建設され平成13年（2001 に 館 た。

  

( )

 

( )

 

　　

（ ） （史跡）

図 7　難波宮跡公園周辺の歴史関連施設 図



− 18 −

3 ）周辺大規 施設

史跡難波宮跡周辺には、行 施設 業施設、教育・医療施設等の高 建築が立ち でいる。

難波宮跡公園周辺で、難波宮跡の遺構が発 された 所 、行 ・ 業施設、教育・医療施設にお

いて人の れに 、多くの人が集 る施設を中 に 図に す。

図 8　難波宮跡公園周辺の大規 施設 図

0 600m

1 : 15,000

凡　　例
教育施設
行政施設
文化・スポーツ施設
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大阪女学院高等学校
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大阪女学院短期大学

大阪女学院高等学校
大阪女学院大学

大阪女学院短期大学

市文化財協会市文化財協会

パル法円坂パル法円坂

アネックスパル法円坂
（市教育会館）

アネックスパル法円坂
（市教育会館）

KKRホテルオーサカKKRホテルオーサカ

NTT西日本
馬場町ビル
NTT西日本
馬場町ビルNTT西日本ビルNTT西日本ビル

城星学園城星学園
市立玉造小学校市立玉造小学校

もりのみやキューズモールBASEもりのみやキューズモールBASE

大阪国際平和センター
（ピースおおさか）

大阪国際平和センター
（ピースおおさか）

大阪城音楽堂大阪城音楽堂

弓道場弓道場

野球場野球場
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少年野球場少年野球場

大阪城公園大阪城公園

大阪城天守閣大阪城天守閣

難波宮跡公園難波宮跡公園

市立東中学校市立東中学校

大阪合同庁舎
第４号館

大阪合同庁舎
第４号館

大阪合同庁舎
第２号館

大阪合同庁舎
第２号館

大阪歴史博物館大阪歴史博物館

NHK大阪放送会館NHK大阪放送会館

大阪合同庁舎
第２号館別館
大阪合同庁舎
第２号館別館

大阪家庭
裁判所

大阪家庭
裁判所

大阪府警察本部大阪府警察本部

大阪府庁大阪府庁

府庁新別館南館府庁新別館南館
府庁新別館北館府庁新別館北館

府庁別館府庁別館

大阪府公館大阪府公館

大手前高校大手前高校

追手門学院
（小・中・高等部）

追手門学院
（小・中・高等部）

日本経済新聞社日本経済新聞社
テレビ大阪テレビ大阪

京阪ビルディング
（京阪天満橋駅）
京阪ビルディング
（京阪天満橋駅） 大阪マーチャンダイズマートビル大阪マーチャンダイズマートビル

国家公務員共済組合連合会
大手前病院

国家公務員共済組合連合会
大手前病院

大阪合同庁舎第１号館大阪合同庁舎第１号館

第一別館第一別館第二別館第二別館
近畿地方整備局新館近畿地方整備局新館

大阪合同庁舎
第３号館

大阪合同庁舎
第３号館

いずみホールいずみホール

読売テレビ放送読売テレビ放送

ミライザ大阪城ミライザ大阪城

WWホールWWホール

TTホールTTホール
SSホールSSホール

ホテルニュー
オータニ大阪
ホテルニュー
オータニ大阪

クリスタルタワークリスタルタワー 松下IMPビル松下IMPビル 住友生命本社ビル住友生命本社ビル

OBPキャッスル
タワービル

OBPキャッスル
タワービル

大阪東京海上日動ビル大阪東京海上日動ビル

マルイトOBPビルマルイトOBPビル

KDDI大阪ビルKDDI大阪ビル

マルイトOBPビルマルイトOBPビル
KDDI大阪第２ビルKDDI大阪第２ビル

富士通関西
システムラボラトリ

富士通関西
システムラボラトリ

ツイン21
MIDタワー
ツイン21

MIDタワー

OBPパナソニックタワーOBPパナソニックタワー

大阪国際がんセンター大阪国際がんセンター

GN

森ノ宮ピロティ
ホール
森ノ宮ピロティ
ホール
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大阪府警察本部 

ア ル法円坂 
(大阪市教育会館)

 

大阪城 守 

   

大阪歴史博物館 

大阪 会館  

大阪国際平和センター 

（ ー おおさか）

 

  

のみ キ ー ールBASE 

 

大阪府本庁舎 

   

国立病院 構大阪医療センター 

府立中央 学  

ノ宮 ール

（ の宮遺跡展 ）

西日本 ル
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4 ）緑の環境

周辺の都市公園

中央区は 積8.8 880 のうち、公園 積が13.5 を る緑が多い アといえる。人 一人

た の公園 積は13.76 、大阪市内では 多い とな ている。その要 は、100 を え

る大阪城公園と11.2 の難波宮跡公園の存 が大 い。

た 公園は「特 公園」のなかの「歴史公園」に 類される ので るが、これは史跡などの文化

財を く一 に供することを 的とする公園で 、 市 を と た のと解す で る。大

阪市 域と ての都市公園の 積は 4 人で 、この数 は 国的に 低い数 で ることは、

す で る。

計画地周辺の都市公園を に整理する。

歴史公園・・・「特 公園」の「歴史公園」に けられる。

　　　　　　　　史跡、 、 記念物等の文化財を く一 に供することを 的とする公園で

　　　　　　　　文化財の立地に する。

区公園・・・「基 公園（住区基 公園）」の「 区公園」に けられる。

　　　　　　　　 ら 区に 住する者の利用に供することを 的とする公園で、

　　　　　　　　250 の 内で、 1 所 積0.25 を と て する。

中 区  

  

大阪市 （ 26年4月11日 ） 

  
 

 

1  

 

8.88  87,077  30  1,198,608  13.5% 13.76  

大阪市 市 一 （ 26 年 4 月 11日 ）  

計画 市  

   市計画  年月日 

難波宮跡  史  大 4丁目 11.2ha 2001( 13)年11月1日 

大阪  史  大阪  106.9ha 1931( 6)年11月16日 

 区  1丁目 0.43ha 1954( 29)年3月31日 

 区  1丁目 0.19ha 1956( 31)年10月15日 

中  区  2丁目 0.66ha 1970( 45)年3月2日 

 区  2丁目 0.52ha 1970( 45)年3月2日 

 区  丁目 0.52ha 1960( 35)年5月5日 

 区  宮中 丁目 0.54ha 1966( 41)年5月5日 

之宮  区  宮中 丁目 0.24ha 1956( 31)年5月17日 
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図 9 　難波宮跡公園周辺の都市公園 図

 

 

   

難波宮跡 　北部 難波宮跡 　 部 大阪

中
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周辺の 木

難波宮跡公園周辺に植 されている 木に いて、 に いて整理 た。

【計画地周辺の 木】

No 施設 等 等の特  

1 

馬 町 周辺植  

ノキ・ キの植  

2 ノキ・ ドツツジの植  

3 ノキ・ ドツツジの植  

4  
市道本町 専道 (本町 ) 

路  

シ シ 木 

5  大阪城公園「 人の 」 緑 中 の が形成 

6  大阪歴史博物館前植  

な が植 されている 

高木 ノキ、 キ、 シ等 

低木 ツキツツジ、ツ 等 

7  
主要地方道 川 (上町 ) い

の 路  

ア ウ 木 

8  

馬 町 周辺植  

シ ン ・ ノキの植  

9  シ ン の植  

10 シ ン の植  

11 北部 南側 植 はない 

12  ウ シの生垣 

13 
南部 北側道路 いの 

植  

シ ン の植  

14 
主要地方道 川 (上町 ) 

いの 路  

ア ウ 木 

15 南部 南側道路 いの 路  ウ 木 

 

大阪 （ ） 

   

 

 

部 （中 大 ） 

   

 

 部 （ ） 
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【計画地内の 木】

計画地内の 木は、 園者を る かな花木 の 木は少ない。北部 は、

現 で計画的に された 木はなく、南部 において ノキ、 キ等の大木が生育 て

いる。 木調査の概要は の図のとお で る。なお、南部 には四 を む花木と て、

ン が る（中木のた 、 ン ン 調査から外 ている）。

 

大阪 （ ） 

   

 

 

部 （中 大 ） 

   

 

 部 （ ） 
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【景 要 の 和】

景 要 となる大 な人工構 物は、 阪神高速（特に阪神高速の 壁）、 、の

2 が られる。基本的には、 緑 を主体とする緑の を形成するが、安 性 なが

の 保のた 、 要に て、 が けるよう整備 、景 調和を図る 要が る。

景 （難波宮跡公園の ）

と て 定 た 所は、難波宮跡公園の周辺に て、同公園を 的に で る 所の

うち市 が利用 なとこ と た。

 

  

阪 （ 部 ） （ 部 ） 

 

 

      

 

                                         

 

   

No   

1 大阪 史 10  難波宮跡  

2 法円坂  
難波宮跡

計画  

3 宮跡  
部 ・北部 一部

計画  

5 大阪  
難波宮跡 遺

史跡 難  



− 25 −

図10　難波宮跡公園周辺環境 図（ 木、景 ）
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図11　難波宮跡南部 現 図（ 木）
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5 ） ・ア セ

難波宮跡公園は大阪平野のほ 中 に 、 ー ル地 が がる大阪平野の中で 一の

高台で る上町台地の北端に る。 世には大坂城を中 と て西側一 に城 町が形成され整 と

た 盤 の 区が形成されてお 、これが 日の大阪市の中 市 地を形成 ている。道路・

これを引 形で、東西南北に道路 び 道 が らされている。公園へは地 谷町

四 、同 ノ宮 、 ノ宮 などを利用することがで る。 た、地域高規格道路で る阪

神高速道路13号 の出 が するなど、 による 域ア セ 好で る。

地 、大阪シ 等の公 関 道路 が てお 、ア セ 性の い

立地に ると える。

 

図12　難波宮跡公園周辺 図
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- 27 - 
 

公 関 

地  地 中央 谷町四  ノ宮  

地 谷町 谷町四  橋  

地 長 緑地 ノ宮  

 大阪環 ノ宮 、大阪城公園前  

大阪シ  62 所 国立病院大阪医療センター、馬 町、大 前、京阪東 、 橋 

大阪水上  ア ア ー ー 大阪城 、八軒家  

 

道路 

高速道路 阪神高速13号東大阪 ノ宮IC 法円坂IC 

一 道路 中央大 、本町  上町 、谷町 、  

 

施設 

 施設  特  

道( ) 地 谷町四  地 谷町 ・中央  

計画地周辺出 号出  

( ) 馬 町  大阪シ 　62 所 

国立病院大阪医療センタ 

ー  
大阪シ 62 所 

高速道路 阪神高速13号東大阪  計画地周辺IC 法円坂IC・ ノ宮IC 

道路 主要地方道築 ・  

(中央大 ) 

法円坂歩道橋・宮跡 

歩道橋が整備。 

計画地を南北に する道路。一部遺構保存のた 、平 道路区

間が る。 

中央大 上町 法円坂  
主要地方道 川  

(上町 ) 
南部 南西部 上町  

本町 上町 馬 町  
市道本町 専道  

(本町 ) 
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29
  

 

 
図

10
 
難
波
宮
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周
辺
環
境
把
握
図

 

図13　難波宮跡公園周辺環境 図（ ）
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6 ）難波宮跡公園周辺の

難波宮跡公園周辺の に いて整理 た。　　

平成31年 3 月現 ）

 

） 難波宮跡公園周辺の  

難波宮跡公園周辺の に いて整理 た。 

No
 

 施設
 

収容
 

台数 制
 

営業 間/ 金
 

備考
 

1 
大阪歴史博物館 

地  
143台 

高2.1  

地  

08:00～21:00/60 400円 

後30 とに200円 

 

2 
大阪城公園 

 
200台 

高2.5  

1.9  

長5.0  

08:00～22:00/60 350円 

22:00～08:00/60 150円 

 

3 
大阪城公園 

城南  
50台 

 08:00～22:00/60 700円 

22:00～08:00/60 350円 

専用  

4 
タ ム  

大阪府庁大 前第2 
46台 

高2.1  

1.9  

長5.0  

07:00～00:00/20 300円 

00:00～07:00/60 100円  

5 

大阪市立法円坂 

第2  

（タ ム ） 

248台 

高2.1  

1.9  

長5.0  

07:00～22:00/60 300円 

22:00～07:00/60 100円 

 

6 
GS ー  

谷町4  
40台 

高2.4  08:00～22:00/40 200円 

22:00～08:00/60 100円 
 

7 
ア ル 

法円坂  
30台 

高2.1  

1.9  

長4.9  

00:00～24:00/60 300円 

  

8 
ー  

法円坂1  
10台 

高2.0  

1.9  

長5.0  

08:00～20:00/40 200円 

20:00～08:00/60 100円 

 

 

9 
ー  

上町1 第3
3台 

高2.0  

1.9  

長5.0  

08:00～20:00/40 200円 

20:00～08:00/60 100円 

 

 

 

10 

 

法円坂 ー  6台 

 08:00～20:00/30 200円 

20:00～08:00/90 100円  

11 
ー  

法円坂1 第3  
6台 

高2.0  

1.9  

長5.0  

00:00～08:00/60 100円 

08:00～20:00/30 200円 

20:00～00:00/60 100円 

 

12 
ー  

上町1 第4  
4台 

高2.0  

1.9  

長5.0  

00:00～08:00/60 100円 

08:00～20:00/30 200円 

20:00～00:00/60 100円 

 

13 
タ ム  

上町第5  
3台 

高2.1  

1.9  

長5.0  

08:00～22:00/60 300円 

22:00～08:00/60 100円  

歩行者の出 は

谷町 のみ
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7 ）土地利用

現 、難波宮跡は大坂城跡とならび都市公園と て く利用されている。 代には大坂城の周

辺は城代 敷などの 家地が が ていた。 治 代 は 家地の跡地は 工 が建設さ

れるなど、公 の施設用地と て れたが、現 国 大阪府などの官公庁 公 施設が多くを

ている。 た、難波宮跡 大坂城跡などの遺跡は公園とな 、 ー ン ー と て 保されて

お 、古 ・ 路と て 要な を果た ていた大川（旧 川）は 一 が緑豊かな水辺

間となるなど、宅地の する市 地中 部に て、 が と いの る 間とな ている。

8） の緊急 難地に いて

大阪市は が国で 数の人 集積地で る。 後、 辺の上町 等の内 活 による地 、

南 で発生する 溝型の地 等の大規 な が発生する れが るた 、 難者の安 が

保で る 難地の設 が られる。

域 難地と ては、これ では10 上の公 地が 要とされて たが、 年は 火構 、

火構 等の によ 大規 な火 が発生 にくくな たこと等の理 によ 、10 の 地で

、 域 難地と て指定することが とな ている。

上町台地上では大阪城公園がこれに指定されているが、それ 南は 公園 での間には指定地

はない。難波宮跡の 3 は、この間を埋 る 難地と て活用が で る。

9）人 向、その他

平成30年（2018）10月 1 日の大阪市の人 は272 5 006人で 、前年度 1 1 849人（0.4 ）の

加で た。 年の 4年間に いて 同 に前年度 0.4 の 加とな ている。その中では北、中央、

西、 の 4区が2.8～1.7 の高い 加 を ている。

年 の 加が顕 で るが、 阪外国人の 向をみると、平成30年度は同26年度と て

3 （376 人 1 111 人）に えてお 、この数 は 国平 の 2 に たる ので る。うち 8

が東アジア 4地域（中国、 国、台 、 ）からの で 、これは 国平 東京の数 を

上回 ている（日本 府 局「 日外 地調査」など）。

- 31 - 
 

      

14 
 

大阪  
8  

2.0  

1.9  

5.0  

00:00 24:00/25 200円 

  

15  3  
 00:00 24:00/30 200円 

 
 

16 
法円坂  

 
83  

 07:00 25:00  

 

17 
KKR 大阪 

 
76  

1.6  07:30 22:30/30 300円 

30 300円 

 

 

 

用
用
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図14　難波宮跡公園周辺環境 図（周辺 ） 平成31年 3 月現 ）
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　 の

1 ）難波宮 前の上町台地

難波宮が立地する上町台地は大阪平野の中を南北に び、現 の大和川から大川（旧 川） で、南

北 11 、東西 2 ～ 3 の く長い地形を ている。北端部の大阪城 が 高く 高は 25

で、南に向か て に低くな 、住吉大社 で 10 前後になる。西は急 な で るが、

東 は かに が 内低地に する。台地内部には 谷が多く でお 、 にと

地形とな ている。台地北部には遺跡が集中 、難波宮跡のほかに 、 の宮遺跡 宰相山遺跡、

上本町遺跡、大坂城跡など、大阪の歴史を るうえで 要 な遺跡が ている。

上町台地の東側に る 内平野（ 内低地）は、旧石器 代は古 内平野とよ れる平野で たが、

期が が回 ると は に上が てい 、 8 000年前の縄文 進期には 内

図15　上町台地周辺の古地理変遷（大阪市文化財協会編 2008）と難波宮 前の上町台地

古 内平野から 内 の 代（ 9 000年前）  内 Ⅰの 代（ 6 000年前）

内 の 代（ 2 100年前） 内 Ⅱの 代（ 5 000年前） の宮遺跡の

宰相山遺跡出土の縄文土器

縄文 代 期 （ 7 000年前）の

山 ない は （高橋2018）
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とな た。上町台地の西 は外 に た とな 、台地は 長い半 になる。その後、

の後 と 川 大和川の の前進で、 内 は に 小 、 内 の 代を て、 生 代中

期頃 でには 水の 、 内 となる（図15）。上町台地上で か ている 古い人間活 の 跡

は、台地西側に る宰相山遺跡出土の縄文 代 期の高山 土器で る。宰相山遺跡では縄文 代

期 ～中期 の土器 図15 上） の 出土 ている。同 く上町台地西側の 山

遺跡において 、縄文 代 期～前期 の土器が か ている。この頃、 内 に た上町台

地の高台で人 は活 を たようで る。

た、上町台地の北東端の に る の宮遺跡では、縄文 代中期 人 の 住が 、縄

文 代後期から 生 代中期にかけて大規 な を形成するようになる。東西30 、南北100 の西

日本 大 とされる の宮 で る 図15 ）。 の宮 は縄文 代後期の は キを主体

とするが、縄文 代 期～ 生 代中期の はセタシジ を主体と てお 、遺跡の周辺環境が

内 から 内 へと変遷するようすを ている。そのほか、 内 ・ 内 を む に立

地する 小路遺跡 同 町遺跡では 生 代の集 跡が か ている。

2）難波宮 遺跡群

上町台地上で本格的な 発が るのは古 代 で る。古 代中期を に、難波宮が建

設される 7世紀 で、 て 建物 掘立柱建物が発 されている。これらの難波宮 営前の遺

構を総 て「難波宮 遺跡群」と 。

その中で、特に されるのは法円坂遺跡の建物群で る（図16）。現 の大阪歴史博物館と

図16　法円坂遺跡倉庫群と同 元建物（大阪市文化財協会1992）
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大阪 会館とが建 敷地において、

計16棟の掘立柱建物が東西 2 群に か

れて整 と で発 された。建物は

い れ 5 間 5 間の総柱高 建物

で、東西 10 、南北 9 、 積

90 の同一構 ・同一規 で、 方

に 。この建物群は一部が 5 世紀後

半の 建物に されてお 、柱

周辺から出土 た 器の型 と

て 5 世紀前半頃の建設と考えられ

ている。これらは古 代における

出 て大規 な倉庫群で 、 内

を て、大 へと る 内への

関 と いえる 所に立地することか

ら、 が直 管理する ので

たと考えられている。

た倉庫群の北700 には現 の大川

が る。このこ 内 は旧 川・大

和川が 土 によ に埋 、

水 の 地 とな ていた。『日本

書紀』 十一仁徳 の条には、 地

と大阪 を な 「難波 」を

たと記されている。この難波

に の で る「難波津」が た

とされ、大規 倉庫群は難波津と関連

する施設と考えられている。

倉庫群はその後建 えられることな

く するが、 後の 5 世紀後半～

7 世紀にかけて 周辺では掘立柱建物

が て か ている。建物群は60棟を え、 6 世紀 ～ 7 世紀 の推古朝で ー とな 、

東西 1 、南北1.5 に集中 ている（図17）。い れ 後 する難波宮期の建物とは な 、 方

をとらない建物の とな ている。『日本書紀』には「難波大 」、「小 」、「館」、「難波 倉」などの

外 ・行 施設が かれていたと記 が る。難波宮 遺跡の建物群はこう た 施設に関 する

のと考えられている。

た、上町台地北部のよ い で 建物群 土 が検出されている。これらの建物跡 土 、

図17　法円坂遺跡倉庫群 後の建物群（6～ 世紀前半）

（大阪市文化財協会1992）

図18　 小 の 型と 済土器

（大阪文化財研究所2012・大阪市文化財協会2004）
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た埋 谷を埋 る地 からは、 期 器 土器、 た 済土器 新 土器とい た外

土器が出土する（図18 ）。さらに上町台地上の 谷の一部で る上町谷の上 部 では、 期

器を 成 た 5世紀代の で る上町谷 1・ 2号が か ている。難波宮公園の南東部の

建物 東部の谷からは 小 小 の 型（図18 ）、 に伴う など 出

土するなど、 人 の工人との関 を する遺物が多く出土 ている。

3）難波宮

難波宮は、『日本書紀』に記された大化元年（645）12月の難波遷都から長 京に遷都された 3年

（784）頃 で 150年間、 都 るいは 都と て、 が国の古代史上に大 な を果た た宮殿遺

跡で る。

その所 に いては長年 か ておら 、 代 、 が けられていた。大 2年（1913）、

図19　難波宮殿舎 図 　（ 前期難波宮　青 後期難波宮を す。）
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の建築 で た

によ 大阪 （中央区馬

町）の建築現 から 代の

軒 が発 された。これが遠 と

な 、さらに昭和28年（1953）に中

央区法円坂一 から 代

の 尾 が発 されたことが直

の とな て、 29年（1954）、

山根徳太郎博 によ 発掘調査が

された（図20、21）。

、 日 で60年 上に た

される調査・研究によ て、

前後 2 期の宮殿遺構が中 を

ほ 同一に て、同 所に

て 営されていたことが らか

とな た。 代の古い遺構群

を前期難波宮（ 7 世紀）、 代

の新 い遺構群を後期難波宮（ 8

世紀）と でいる（図19）。

前期難波宮の宮殿中 部

前期難波宮は、孝徳 によ

て白 元年（650）頃に 営が

され、 元年（686）に た

「難波長 豊 宮」と考えられてい

る。建物はい れ 掘立柱形 で

、 根は で

たとされる。発掘調査では柱 の

からは 火 の

跡を す 土 が検出され

ている。

「大化改新」によ 都を から難波へと遷 た孝徳 は、 治体制の中央集 化を図 、そのシ

ン ルと て大 風の宮殿を建設する。こう て くられた前期難波宮は内裏・朝堂院から宮城南門

に る中 部とその東西の官衙からなる。その規 は、東西、南北と に650 ほどで、これ でに

ない大規 な ので た。 た に築かれて た宮殿とは な 、 長安城の宮殿設計を

図21　難波宮出土 大阪市指定文化財

   上 文軒丸 ・上 文軒丸 （大 2年出土）

 　　　　　 尾（昭和28年出土）

図20　 （ ）と山根徳太郎（ ）　昭和41年（1966）

　　　　　　 （大阪歴史博物館2014）
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れ、内裏から南へ びる

上に に宮殿を 、

建築に際 て 、 の に い

基 （ 1 29.2 前後）が

用されている。

現 の難波宮跡公園に す

る宮殿中 部は、北から内裏と

朝堂院、宮城南門（「 門」）が

中 上を同一に て

に されている。 原宮

の殿舎 に てみられる

内裏・朝堂院が た形 と

は な 、 者は に す

る 廊で れていて連 て

いる。内裏と朝堂院は内裏前殿

区画によ て され、区画内

部には、軒廊で がれた内裏前

殿と後殿が される。内裏前

殿の南には 行 7 間の内裏南門

が 、その 側には 廊で

れた東・西八角殿が び立

ていた。八角殿がどのような用

に 用されたのか でない

が、外 上宮殿の中 部を

化する 的が たと考えられ

ている。

内裏南門の南は朝堂院区画で

る。朝堂院は14 くは16棟

に 元され、南に 行 5 間の朝

堂院南門が る。前期難波宮の

朝堂院は、 原宮 に く12

朝堂形 と なること、 規 ・

規格において第一堂と第二堂を

他と て特別な いと てい

ること、なかで 第一堂をよ

図23　東方官衙地区 （大阪市文化財協会2004）

図22　宮城南門 門）　（大阪市文化財協会2004）
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に けていること、 体の 計画よ 判 て第七堂の 側にさらに う一棟 かれ

ていた 性が ること、などが される。朝堂院区画のさらに南100 のとこ には宮城南門、い

る「 門」が る（図22）。「 門」の東西にのびる宮殿の南 ンは 廊 び一本柱塀で区画

され、内部には朝集殿とみられる建物跡が検出されている。「 門」の南側では埋 谷とその谷を埋

る整地 が か てお 、前期難波宮の 成に伴 て谷を埋 立てたようすが か ている。

前期難波宮の東方官衙

難波宮跡公園の東側200 のとこ には、 方 に 建物群が か ている（図23）。遺構は大

く西、中央、東の 3区画に かれる。さらにそれ れが回廊 塀によ ていく かの小区画に か

れる。西区は直行する塀および回廊（ 廊）によ ていく かの区画に かれる。中央区は南半部に、

掘立柱塀によ て区画されたなかに、高 倉庫と 数の側柱建物が されるという類 の区画が

2 でいる。この 区画の遺構はさらに南側に が ている。北半部は塀による小区画が るが、

は からない。これらは前期難波宮の を する「 司」と考えられ、東方官衙と れてい

る。前期難波宮の で官衙が形成されていたことが か 、 が国の古代国家形成を考えるうえで

に 要な遺構といえる。

東区は五間門を伴う回廊で区画され、石敷を ら た中に「 風」の建物を備えた 間が検出され

ている。この施設は なる官衙などではなく、

極 て格 の高い 間と考える といえる。

東側に がる内 の を み、 会など

をおこなう施設で、史 にみえる大津宮の「

は い 」のような のではないかという

説が る。

このさらに東側には埋 谷が 、

た前期難波宮の壁土が大 に されていた。

壁土には白土を塗 た の 、前期難波

宮の宮殿には白壁の建物が たことが判

ている。

前期難波宮の内裏西方官衙

現 の大阪歴史博物館・ 大阪 会

館の敷地で 、整 と 前期難波宮期の総

柱建物を主体と た建物群が されている

（図24）。この内裏西方に る建物群のうち

北に る総柱建物は、 3 棟の倉庫に連

た 根をかけた び倉とみられ、 倉院 倉を

図24　内裏西方官衙　（大阪市文化財協会1992）

　（ び倉の第 1倉は、その後の検 によ 存 なか た

　 性が指 されている。）　
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行方向に 大 たような特 な構 の 物庫と

考えられている。その南には、南北に 6 棟

上の総柱建物と 1 棟の側柱建物を 、倉庫と

その管理棟と考えられている。この倉庫群は北側

と西側を一本柱塀で区画され、西側塀のさらに西

24 の に 南北方向の塀が る。 た、西

北角には石組みの水利施設 されている（図

25）。

この内裏西方官衙は大規 な倉庫が計画的に

されていることから、『日本書紀』

元年（686）の火 記事にみる「大蔵省」に たると

考えられている。 た 6 年（694）に記載

の る「難波大蔵」との関 される。

前期難波宮の宮域

前期難波宮の宮域（図19）のうち南 は「 門」

およびこれの東西に連なる 廊、一本柱塀で る。

西 に いては、先に記 た内裏西方倉庫群を区

画する塀のさらに西方 24 のとこ に する南北塀がこれに たる 性が高い。よ 西側に

難波宮期の遺構が発 されている 所は るが、その性格は でない。この南北塀が宮域を区画す

る のとすれ 、西 は難波宮中 から西へ 307 の に たる。一方、東 は で る。

現 のとこ 中 よ 東へ 320 の で東方官衙の遺構群が発 されているが、その南東に

る谷は埋 立てられてはいなか た。東 はこの谷の 前、遺構群の東側 た と考えられる。そう

すると中 を で東 が長くな 、東西方向に いては

で た 性 る。

北 ではないが、大阪府警察本部敷地の調査で発 さ

れた東西方向の柱列がこれに たる 性が高い。この北側に

は北西方向から谷 が でいる。なお、谷の からは 7

世紀中頃～後半の大 の土器と648年と推定される「戊申年」銘

の木簡などが出土 ている。前期難波宮の建設が孝徳期（645～

654年）で ることを す文 と て されている。

後期難波宮の中 部

後期難波宮は、前期難波宮と中 をほ 同 く て設計さ

れた 代の宮殿遺構で る。『 日本紀』に神 3 年（726）
図26　後期殿舎の 根を た 文軒

（大阪市文化財協会 供）

図25　水利施設（大阪市文化財協会2000）



− 41 −

に によ て 営が されたと記される「難波宮」と考えられている。後期難波宮は、大極殿

院 朝堂院などの宮殿中 部の建物を 石を用いた大 の建築 で る（図26）。内裏は東西

180 の区域を掘立柱の 廊で み、その中央南半部を区画 その中に掘立柱形 の内裏 殿と前殿

を いている。

その南側に する大極殿院の中央 北 に建 大極殿は基 の規 の から推定

て、 行 9間、 間 4間に 元されている。 根は で、 で外 された高さ 2 の基 上に建

ていたとされている（図27）。大極殿は軒廊によ 後殿と連 これに回廊が直 く形 は、平

城宮の第 2次大極殿上 遺構と同 の ので 、相 の関 が される。

朝堂院は 8棟の朝堂を する構 で る。第一堂から第三堂を南北棟と 、その南側に いた第

四堂を東西棟とする形 は長 宮の朝堂と同 で 、建物規 等 い。朝堂院の南側で発 され

ている東西溝の の出土から、この に朝集殿院が 定される。 

大極殿院の西方には、南北 200 の を掘立柱塀で 区画が る。三等 する に 行

5間の門が いているが、五間門は 上 の格 を 形 で ることから、この区画はかな 要

な を ことが推 される。

後期難波宮の官衙

一方、大極殿院の東方では築地で れた 2 の区画施設が南北に 。北側の区画は南北

120 、東西 85 、内部は石敷で、 石建物の基 の一部が か ている。その南は 20 の宮

図27　後期大極殿跡発掘調査（大阪市文化財協会 供）
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内道路とな てお 、道路を で南側の区画となる。南側の区画は規 で るが、石敷と建物

の基 が か ている。昭和28年（1953）に難波宮発掘調査の かけとな た 尾はこの南側の区

画からの発 で た。 区画と に石敷を伴う大規 な殿舎が たと考えられ、ここに 格 の

高い 要な施設が存 たと考えられる。その性格と ては、 平16年（744）の難波遷都に伴う元

太上 宮、 平 8 年（756）の孝 の「東南新宮」、 るいは上 官衙で る 性などが指

されている。

上町 をはさ で南部 の西に する国立病院 構大阪医療センターの敷地では、後期難

波宮の 期とみられる一本柱塀 2条、掘立柱建物 4棟などが か てお 、 司に相 する施設と

みられている。

後期難波宮は、 の 代に長 京遷都に伴い解体され、建築 は長 京へ れた。

は、 12年（793）3月 9日の太 官 で「 津 」を改 て「 津国」にすることを 、 、「難

波」が 史に する回数が する。

4）中世～豊臣期

平安 代 、 町 代に る で難波宮周辺の調査では 土 が検出されることから、

は田 が がる景 とな ていたようで る。一方で四 高野山参 、 野 など 社

参 が にな 、 川を で た京の たちは、難波の 辺（ 津）よ 上 、上町台地西側

の 辺 ・坂 を て、 野 道 いに四 高野山を 指 てい た。「 の 野 」

と される いをみ るようになる。中世社会は難波津（ 辺津）を中 とする 済都市と四

を中 とする 教都市へと変 ていく。

そ て 5 年（1496）、「 ノ 、家ノ一 、 シ所（ 『 記』）」

で た上町台地北端部に、 による石山 の建設が る。石山 、すな ち大坂本 は

現 の特別史跡大坂城跡の地 に るとされ、その はよく か ていない。上町台地北部の発掘

調査では、本 期の 溝など、 性に

区画施設が検出されお 、周辺に 内

町を発展さ てい たようすをうかがうこと

がで る。

田 長との石山合 を て、本 は

8 年（1580）に紀 ノ へと 、その

直後に大坂本 は する。その後、

11年（1583）に豊臣 吉によ て、大坂城の

築城が する。難波宮跡周辺は 長 3 年

（1598）に 成された三ノ丸および 構に

、これ での発掘調査で 、豊臣期の

塀、 敷跡、金 などが か ている
図28　難波宮跡出土の金 （大阪市文化財協会1990）　
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（図28）。国産 器 器類などが多 に出土 てお 、大 敷が軒を連 る一 で た。

5） 世（徳川期）

長20年（1615）の大坂ノ で 利 た徳川 府は、松平 を大坂城主と 、元和 の 代を

える。豊臣期大坂城の は埋 立てられ、 構、三ノ丸は市 地へ解 される。 構跡地には東町

行所 大坂城代 敷が かれ、徳川期を て 同 などの 家 敷が でいた（図29）。大阪

歴史博物館・ 大阪 会館周辺は谷町 に た 区が形成され、「 部備中守 敷」、「松

平 守 敷」などの歴代城代 敷が かれた。難波宮跡公園 上町 をはさ でその西に す

る国立病院 構大阪医療センター周辺は、「 木三郎九郎」（大坂代官）、「八木 （ ）」（ 金 行）

などの 関が かれていた。大阪医療センターの発掘調査では のセ が多 に長期間に

た て された土 、 ・ のセ が多 に出土する土 が検出されている。一 の町

とは な 、代官所・ 行所とい た 地の性格を ているといえる。

図29　 徳川期の難波宮跡一 　 内昭氏 図文久 4年（1869）『上町東 辺図』　（大阪市文化財協会1984）
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6 ） 代

3 年（1867）の大 、 治元年（1868）の の い、大坂城 城を て 治 代を

えると、上町台地北端部には学 などの公的 関が かれるようになる。大坂城周辺の 府に

関する 敷は された 、 用された ている。

学 ・教育 関に いては、 4 年（1868）7 月、 府の洋学教育 関で た 成所が か

ら大阪へと され、官営の理科学研究 関で る舎 局（大阪府指定史跡）とな 、 治 2 年（1869）

に洋学 が設けられる。同 く 治 2年には上本町大 に た 病院を さ 、現 の大

阪医療センターの 所に、大阪府病院および医学 が 設された。

事（施設）関連では、 治 4年（1871）には 部省官制改 の と大阪 台が設立された。 治 7年

（1874）には、大 前から法円坂北部の内裏、朝堂院が所 する 所に、 歩 第八連 の 営が

かれた。中 で た に、 の 木（高木）が ている。 た西側の上町 いの 所に、第

八連 の を 石 が されている。 治29年（1896）には歩 第三十七連 が設立され、現 国

立病院 構大阪医療センターが所 する敷地に 営が かれていた。 た現 大阪歴史博物館、

大阪 会館が建設されている敷地には野 第四連 が、 た歩 第八連 の東側の敷地には

が かれた（図30）。

このように、難波宮が が ていた一 は、 用地と て で利用された。周辺の調査では大

型の 、小 ・ 関 、文書類 出土 ている。 1 ン （ の 発 ）などが

かること その性格を ている。

（難波宮跡 ）（難波宮跡 ）（大阪 ）（大阪 ）

（大阪 ）（大阪 ）

（大阪 史
　　 ）
（大阪 史
　　 ）

部部

図30　昭和 6年（1931 の『 5 の 1大阪市図』（大阪府 に加 ）と記念

歩 第三十七連

歩 第八連
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　 の

大阪市は昭和60年（1985）に、難波宮

跡と北側に する大阪城公園を一体

的に整備 、古代から中世、 世へと

く大阪の歴史を た歴史公園と

する構 を公表 た。これに基 関

者間で調整がすす られ、 者の間

に する 大阪 局を西側

地に 、 て同地に難波宮

の ージアムで るとと に

大阪の都市の歴史に を てた歴史

の総合博物館で る大阪歴史博物館

を建設することと た。

博物館は平成13年 2001）11月に

館 た。 概要は のとお で る。

館の建物は地上13 、地 3 で、そ

のうち10 が難波宮を中 と た展

で る。展 には後期難波宮の大

極殿の内部 間を 大で 元 た。

展 は地上50 の に 、展

から に する史跡難波宮跡の

域を すことがで る。 景に

は 内平野とその向こうに生 山地か

ら二上山、 城・金 連山を むこと

がで 、 ・ 代の歴史 台を

一 の とに すことがで る。

建物の地 には、発掘調査で か

た前期難波宮の倉庫群とそれを区画す

る塀の遺構が保存されてお （図34）、

学 員の 内で 学することがで る。

大阪歴史博物館は、展 の展 と地

の保存遺構、さらに に がる史

跡部 の三者が一体とな た、この

図31　大阪歴史博物館（ 前は後期大極殿 元基 ）

図32　大阪歴史博物館10 展 よ 史跡を む

図33　展 内に 元された後期大極殿内部 間
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所で かで ない館活 を 指 た の

で る。

 

図34　地 に保存された難波宮遺構とその 学
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第 章　 の

　

難波宮の所 地に いては な は ておら 、 代から が た。高 で 住

条件の い小高い上町台地上に る説と、関連する地 の る長 、本 た の平野部に る

説で 、 治期 この 2 の 補地を中 に研究が進 られて た。

治にな て大阪城からその南の一 は の管 地とな 、 後に る で一 人の立ち は制

されていたが、昭和28年（1953）に 代の 尾 が発 され、 年から発掘調査がは られた。

昭和32年（1957）からは、それ でにおこな れた 的な調査 果を とに、計画的に調査をおこな

うこととな た。その 果、東西600 に たる掘立柱形 の 廊が発 され、この 法が平城宮の

内裏の東西 と同 で たことから宮殿跡で ることが推 された。昭和36年（1961）、宮殿の中

的建物で る大極殿の跡が か 、難波宮跡で ることが らかにな た。引 おこな れた

図35　難波宮跡の周辺（2001年 ）
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内裏回廊の調査では、火 を けた跡の る う 1 別の宮殿遺構が ることが らかとな た。前

期難波宮跡の発 で る。

こう た発 が いた昭和37年（1962）8 月、この地に国の第二合同庁舎の建設計画が らかとな

、研究者、学生、市 等を な保存 が展 された。その 果、昭和38年（1963）3 月、

計画は変 とな 、合同庁舎は大阪市が 供 た代 地に建設されることとな た。 いて同敷地は

国の史跡の指定を け（昭和39年（1964）5 月、第 1次指定）、難波宮の遺跡は保存されることとな た。

　 の

昭和36年（1961）から 年にかけては大極殿、内裏、朝堂院とい た中 部の調査が ておこな

れた。 後期内裏に いては内裏内郭が区画され、その中に 殿と前殿が され、その形 が

平城宮の東区内裏とほ 同規 の ので ることが か た。前期難波宮に いては内裏前殿と後殿

が軒 で なが 、間を塀で区画するなど、他の宮殿に られない構 で ること 判 た。 た

南側に 大な朝堂院が がること らかにな た。

昭和47年（1972） は、調査は中 部 けでなく、その周辺部、特に朝堂院地区 おこなうことと

な た。さらに、昭和50年（1975） は、文化財保護法の改 を けて く難波京 体を調査で る

ようにな 、古代の難波地域に いての が 的に 加 た。

この 期、大阪の中 部を東西には る 道路と て、中央大 と阪神高速道路の建設が難波宮

の中 部を る に計画された。発掘調査で前期難波宮の内裏前殿の 体 が らかとな 、その

他多くの関連遺構が発 された。高速道路は高 で計画されていたが、橋 の基 工事によ この部

の遺構が れるのを ことと、内裏・大極殿・朝堂院の 的な一体 を保 という 体景 の

保存という の 方の理 によ 、道路は地上を て遺構の を けることと た。

昭和51年（1976）3 月に、第 2次指定と て、朝堂院と内裏を中 と た72 500 が追加指定さ

れた。

その後 追加指定が 、現 でに計 7 次に たる指定がおこな れ、史跡の 積は合計で

145 060.71 とな ている。主 た調査と、史跡指定の を表に す。

年  発  史跡  

大 2年（1913） 事 集

 

 

28年（1953） 法円坂 集   

29年（1954） 難波宮跡   

32年（1957） （6・7 ）   

33年（1958） （8 ）   

36年（1961） 大 ・

（13・14 ）  

 

37 43 年

（1962 68）  

中 部 （18・31

）・ ・ （17・21 ） 大 ・

・ 北 （16・17・18・21 ） 

 

39年（1964）  1   大  

41年（1966） 大 （ ）  

43年（1968） 大阪市 中 年 （ 遺

） 

 

45年（1970） 難波宮大 跡   

47年（1972）   

51年（1976）  2    

59 ・ 60 年

（1984・85） 

難波宮   

61年（1986） 難波宮  3   3  

 

62年（1987） 難波宮 大

（法円坂遺跡）  

 

5 ・ 6 年

（1993・94 ） 

難波宮 （宮 ）・ 集 ・

 

 

9年（1997）   

11年（1999） 北 部 年（ 648年）

 

 

12年（1900） 難波宮   

13年（2001）  4   法円坂遺跡  

難波宮跡附法円坂遺跡  

17年（2005）  5   

 

17 ・ 18 年

（2005 06） 

難波宮

区画  

 

18年（2006） 部 文

 

 

19年（2007）  6   （ 北部）

 

22年（2010） 難波宮

 

 

25年（2013）  7   （ 部）

 

 

・



− 49 −

年  発  史跡  
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　 の

史跡の本 的 の構成要 を検 するた に、史跡指定された の「指定理 および説 」を掲

、指定の要件を と る。第 3次 の指定の説 は文化庁監修の『月刊文化財』に掲載された

「新指定の文化財―記念物―」に る。

第 　（官報告 　昭和39年 5月 2日 け、文化財保護委員会告 第18号）

大阪市 の東辺、南北に長く連る上町台地は、 くから 発されていたとこ で て、古史に

える難波の地は、ここに む で う。

日本紀 平十六年二月の条に「 難波宮定 都」と え、難波宮は 都とな たが、

十七年五月には都は平城に されている。

この 地は らかでなか たが、 上町台地の北端部、大坂城外 の南方 いとこ におい

て、 代の朝堂院の大極殿・小安殿、内裏の大安殿の跡等が検出された。

大極殿は、南北 二一 ー ル、東西推定 四二 ー ルの基 を 、その南 と北 にはそ

れ れ三 所 の が たと られる。この北に く南北 一二 ー ル、東西 三三 ー

55

22

22

55

55

77

77 66

33

44

11

11

第 2次指定 （昭和 51 年 3 月 31 日指定）72 530.80

第 1 次指定 （昭和 39 年 5 月 2 日指定）17 511.19

第 3 次指定 （昭和 61 年 8 月 4 日指定）1 566.71

第 4 次指定 （平成 13 年 1 月 29 日指定）11 017.07

第 5 次指定 （平成 17 年 3 月 2 日指定）23 538.08

第 7 次指定 （平成 25 年 3 月 27 日指定）15 000.07

第 6 次指定 （平成 19 年 7 月 26 日指定）3 896.79

本本

図36　史跡難波宮跡指定 期別
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ルの基 が 、小安殿の跡と られる。

大極殿の南方は をな 、か 小安殿の東 には、 廊の遺構が遺存 、 合 考えて大極

殿を中 と て 廊が ていたと察 られ、 の西南隅に東西に びる 溝が発 されている。

すな ちこの地域は、朝堂院の大極殿地区で 、この南方に朝堂等が建てられていたので る。

この大極殿地区の北方には、北 は かではないが南・東および西の三方に掘立柱の 廊を らす

内裏が 、その中央部に掘立柱の跡によ て 行（東西）九間、 行（南北）四間と られている建

物、すな ち大安殿の跡が る。 た西 廊の外側には周垣の一部と推定される南北に びる築地の

跡が る。

ここに す は、上記の遺跡と いは 合 、 いは独立 、 か 大極殿・大安殿等と中

を等 くする建物遺構（掘立柱 ・石敷等）が検出されていることで て、その によ 、

前の のと られ、 か その特 か 大な規 ・ 列から て、これ 宮殿の遺跡と察

られる。

元 難波の地には、難波長 豊 宮 後 、 都の のと て、難波宮が存 たと られ、

津 の これに する。その間 の 代には 都と な たので るが、 十二年三

月「難波大宮」は され、 津 津国と改 られている。この特 な を する難波宮に いて、

調査が行な れ、調査は 中で を く ているとはいえないが、 の難波宮の主要部が

らかにされ、学術上極 て ることと られる。

現 地は、市 、特に建設 上に る官庁 中に 、遺跡の を ことは急 で るが、

大阪市におけるこの地域の現代的性格を考 、 のとこ 、保存の と て 難波宮

の大極殿地区と内裏中大安殿跡を指定 ようとする ので る。

保存の要件

一、 基 ・柱 ・石敷その他遺構を ないこと。

二、 遺物を 集 ないこと。

三、 その他み に現 を変 ないこと。

第 　（官報告 　昭和51年 3月31日 け、文部省告 第38号）

現 、難波宮跡は、大安殿跡、大極殿跡を中 と て内裏跡 び朝堂院跡が指定されているが、そ

の後の発掘調査によ 、 朝難波宮と れる前期内裏前後殿を ・ 朝を含む前後

期の朝堂院建物、 廊、築地と れる の地 遺構が検出され、宮域の中 部はほ 域を推

定で る とな た。 た、 の発掘調査によれ 、前期朝堂院等の遺構が判 、 朝

元年（686年） 前の建物の規 に いて る 度の考察が とな た。

これらを含む地域を追加指定 、保存を図る ので る。

第 　（官報告 　昭和61年 8月 4日 け、文部省告 第116号）
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　　大阪府大阪市東区法円坂町

難波宮跡は、 が国古代における 都 るいは 都と て歴史上 要な を ので 、大

極殿を中 と て朝堂院と内裏の一部が史跡に指定されている。 回追加指定 ようとするのは、指

定地の東南に た地で る。この地は、後期難波宮の朝堂院東第三堂にかかると推定されるとこ

で 、追加指定 てその保存を図 うとする ので る。（文化庁文化財保護部1986）

第 　（官報告 　平成13年 1月29日 け、文部科学省告 第13号）

（新 ）

（旧 ）

　　大阪府大阪市中央区大 前四

難波宮跡は、大阪府の上町台地北辺に する古代の宮都で る。遺跡は前期と後期に けられ、

前期は 代の孝徳朝から 朝、後期は 代の 朝の のと考えられている。昭和三十九

年に指定され、その後追加指定が図られて た。この地には難波宮跡に先行する法円坂遺跡と され

ている古 代の遺跡の存 られていた。難波宮跡の北西の一角において、昭和六十二年から平

成元年に、大阪市博物館などの建設に伴 て、財 法人大阪市文化財協会が発掘調査を 施 たとこ

、難波宮跡の遺構のほかに、古 代中期にさかの る て大規 な倉庫群が発 されたた 、

この部 の保存を図ることとな た。

古 代の倉庫群は総数一六棟の総柱建物からな 、その構 はい れ 高 と考えられる。こ

れらの建物は同 構 と規 で 、西側の一 棟と東側の六棟の二 の群に けられる。建物の

は て規 的で、 群と 東西方向に 四 ー ルの間 を て 建物列が、南北二列に

される。 群の建物列北辺は、ほ 一直 上に する のの な れが 、南北二列の建

物列の間 は東群の建物がよ い。一棟の建物は 行五間（ 一 ー ル）、 行五間（ 九 ー

ル）で、平 積は九一から九六平方 ー ルで る。柱 の は の総柱建築とは な 、棟

ち柱と考えられる二本の柱と、 に する四本の柱を 。建物に直 伴う遺物は少ないが五世

紀こ の のが 、 する五世紀 から六世紀 の 住 に先行することから、倉庫群の

期はほ 五世紀と考えられる。

法円坂遺跡の倉庫群は古 代中期の のと ては 出 た規 を ち、 て計画的に さ

れていることから、 の大和 との関 が 定される。『日本書紀』にみえる「難波の 」「難

波津」は大和 と関 が く、上町台地周辺に 定されてお 、本遺跡の大規 な倉庫群との関連

考えられる。古 代中期の 治・社会を考える上で 要で 、難波宮跡に先行する大和 に

かか る施設と て、追加指定 変 を図る ので る。（文化庁文化財部監修2001）

この 、 を難波宮跡 法円坂遺跡に変 する。

第 　（官報告 　平成17年3月2日 け、文部科学省告 第28号）
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　　大阪府大阪市

難波宮跡は、大阪市上町台地北端、 川・大和川水 と大阪 を 地 に する、七世紀か

ら八世紀 で た宮跡で る。大化改新 に孝徳 の難波長 豊 宮が かれたのをは

、 、 の難波宮が営 れ、 都と て、 るいは 都（ 都）と て、 が国古代

の 治、文化の中 と て栄えたが、 の 三年（七八四）、長 遷都に伴い難波宮の建物

は長 宮に 築されて を えた。

これ での発掘調査によ て、前後二 期の宮殿遺構の存 が判 てお 、上 は に

よ て 営された後期難波宮で、内裏、大極殿、朝堂院が南北に かれ、朝堂院に八 の朝堂が

でいた。 は、一六堂の朝堂からなる 大な朝 を する朝堂院が 、その北端に東西に八

角形の 建物等の遺構が か てお 、これに いては孝徳 の難波長 豊 宮に てる

解が とな ている。

回、 指定地の東側に たる前期難波宮跡朝堂院の東回廊部 および内裏回廊等の部 に い

て追加指定を行い、保護の を期そうとする ので る。（（文化庁文化財部監修2005）

第 　（官報告 　平成19年 月26日 け、文部科学省告 第109号）

　　大阪府大阪市

難波宮跡は、大阪市中 部の上町台地に所 する古代の宮殿跡で る。大化元年（六四五）十二月、

孝徳 が から遷都 て 営を 、白 三年（六五二）に 成 て難波長 豊 宮と され、

その間、大化改新の 台とな た。孝徳 の による 都後 難波宮は存 、

による 営が行 れ、 十二年（六八三）には 都制の によ て難波宮は 都となる 、

元年（六八六）に た。 代に の神 三年（七二六）に 営が られて整備

され、 平十六年（七四四）には一 都とな た。 三年（七八四）の長 京遷都に伴い主要な建

物が長 宮に 築され、 都とな た。これ での発掘調査の 果、大化改新 の前期難波宮と八

世紀前半の が 営 た後期難波宮の二 期の遺構が な て か ている。昭和三十九

年の指定 後、 日 でに内裏、大極殿、朝堂院等の宮の中 部および難波宮跡に先行する古

代の倉庫群が順次指定されている。 た、大極殿院の東方一 には難波宮の官衙群が が ている

ことが、昭和四十三・五十五・五十七年の発掘調査によ て されている。

平成十七・十八年度に宮跡東方官衙域において国立医 生研究所 に伴う発掘調査を

施 た 果、調査区西側においてそれ れ 列で れた南北方向三間 上の掘立柱建物および

総柱建物 一棟を、同東側では 廊で四周を れた東西二間、南北五間の掘立柱建物一棟等の前

期難波宮期の遺構を検出 た。南 回廊中央に五間門が く。 廊の内側が小石敷 とな ている

は、難波宮の中で 特 な施設で ることをうかが 、 施設 くは 施設と 考えら

れる。よ て 回新たに された東方官衙の一部を追加指定 保護の を図 うとする ので
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る。（文化庁文化財部監修2007）

第  （官報告 　平成25年3月27日 け、文部科学省告 第46号）

　　大阪府大阪市

難波宮跡は、大阪市中 部の上町台地に所 する古代の宮跡で る。大化元年（六四五）十二月、

孝徳 が から遷都 て 営を 、白 三年（六五二）に 成 て難波長 豊 宮と され、

その間、大化改新の 台とな た。孝徳 の による 都後 難波宮は存 、

十二年（六八三）には 都制の によ て難波宮は 都となる 、 元年（六八六） た。

代に の神 三年（七二六） 営が られて整備され、 平十六年（七四四）には一

都とな た。 三年（七八四）の長 京遷都に伴い主要な建物が長 宮に 築され、 都とな

た。これ での発掘調査の 果、大化改新 の前期難波宮と八世紀前半の が 営 た後期

難波宮の二 期の遺構が な て か ている。昭和三十九年の指定 後、 日 でに内裏、大

極殿、朝堂院等の宮の中 部、難波宮跡に先行する古 代の倉庫群で る法円坂遺跡、難波宮中

部の東に する東方官衙が順次指定されている。

このうち難波宮跡東方官衙では、これ での調査において整 と 掘立柱建物と高 倉庫

が塀に れて かるとと に、東西五間の規 を 門 回廊 発 されている。

回追加指定 ようとするのは、その東方官衙の南側部 と中 部の東側部 で る。東方官衙

南側部 では、北側と関連すると考えられる建物跡の柱 列が検出されてお 、 た、中 部東側

の部 で 掘立柱 が か ていて、この一 に遺構が ることが らかにな ている。

このうち、条件の整 た部 に いて追加指定 、保護の を図 うとする ので る。（文化

庁文化財部監修2013）

　 の

史跡指定地の公 化の を に す。 

  化   

1   化   

2   中 大 化   
北 日 ( ) 日 化（   

日 一部 化 ）   

3   化   

4   化   

5   化   

6   化   

7   化 （ 年 一部 化 ）   
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第 章　 の本

　 の本 の

前 に記す「指定の理 および説 」を とに、史跡の本 的 を要 する。

本 の の の

の の

大阪市の中 部に南北に びる上町台地上に、 代から 代にかけての前後 2 期の宮殿

遺跡が中 を て する。このような遺構の存 形 は他にほと ど類 の られない特

な ので る。

の

た発掘調査と研究によ 、後期難波宮は の難波宮で 、 た前期難波宮は孝徳

の難波長 豊 宮で る 性が らかとな 、 が国の古代史を研究する上で学術的に極 て

要で る。

難波宮に先行する法円坂遺跡では 5世紀代の大規 な高 建物群などが発 され、難波宮 営の

前史となる古 代中期 の 治、社会を考えるうえで 要で る。

　 の

上記のように、史跡難波宮跡 法円坂遺跡の本 的 は、 代から 代にかけての前後

2 期の難波宮、およびその前史となる法円坂遺跡の 5世紀代大規 建物群を構成する地 遺構およ

び遺物に集 される。

後、 が国の古代史研究は大 な進展をみ たが、そのなかで難波宮跡の発掘調査とそれを と

に た研究成果が果た た は極 て大 な のが る。発掘された遺構の 存 は 好で 、

その 類は前期の掘立柱建物 後期の基 建物、それらの建物群を区画する回廊 築地、溝など、多

に 。それらは と た区画を成 てお 、宮殿中 部を構成する大極殿を含む朝堂院、その

北側の内裏、南側の朝集殿院 宮殿南門などの区画は とよ 、周辺部の官衙遺構 含 て の建

物 等はほ 容が らかとな ている。

これらが発 された土地は、昭和39年よ 順次史跡に指定され、同46年からは環境整備事業がおこ

な れ、史跡公園と ての体裁を整えて たことは、これ でに て たとお で る。史跡を構

成する要 等を検 するに た 、難波宮跡とその周辺に存する 要 を の 3 に 類 、それ
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れの構成要 を と る。

の本

・地 に埋蔵されている難波宮期、および難波宮期前史の遺構、遺物

・難波宮跡の地 遺構によ て定 けられる 間

の本

・地 に埋蔵されている難波宮 後から中世、 世、および 代に る 期の遺構、遺物

本 の

・（調査、研究に基 いた）遺構表

・史跡指定地内の（整備事業で植 た） 木

・ 施設（ 内・解説 、園路、 所、 施設、 ・給 水施設等）

・史跡指定地外で検出されている難波宮期の遺構、遺物

・（難波宮跡の ージアムで る）大阪歴史博物館

　 の

1  史跡の本 的 を構成する要

の

史跡指定地は、北から内裏、大極殿院、朝堂院という宮殿中 部を構成する遺構が で検出さ

れている。これらは前・後 2 期の同 の を ち、回廊、塀等によ 区画された内部に、内裏

殿、大極殿、朝堂などの建物が されている。その西・東側には官衙と れる 所の建物群

の本

の本

　

本 の

史跡の保存に する要

（史跡指定地外）

（史跡指定地内）

 史跡の構成要
歴史的 の構成要

歴史的 の構成要

歴史的 の構成要

史跡の保存に する要

の
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が検出されている。

これらの遺構は難波宮跡の中 部を構成する殿舎で

、史跡の構成要 と て極 て 要で る。 たそれ

に先立 5 世紀倉庫群は、 の国家 が建設にかか

たことが推 されてお 、 地が 5 世紀 要

な に 、難波宮 営に る古代の歴史を考えるう

えで 要な遺構で る。

これらの理 によ 、地 に埋蔵されている難波宮期、

および難波宮期 前の遺構、遺物を史跡の本 的 を

構成する要 とする。

の

難波宮跡の中 部は史跡に指定され、昭和46年（1971）

よ 、地表 に建物等の 、規 を す遺構表 がお

こな れている。大阪という大都市の中 部に、これほ

ど大規 に考古遺跡が保存されている は 国的に ほ

と どなく、極 て な のといえる。地 遺構によ て定 けられる 間は、か ての難波宮

の を 体的に ージ 、宮殿の規 、形 、 たそこでおこな れた 治などを体 、追

体 で る ので 、 に た て保存 、活用を図ることが 要で る。よ て難波宮跡の地

遺構によ て定 けられる 間を、本 的 を構成する要 とする。

2  史跡の本 的 を構成する要 に る要

史跡の本 的 を構成する要 と て存 することによ 、本 的 を高 る要 を、史

跡の本 的 を構成する要 に る要 とする。

の

難波宮跡の する上町台地北端部は、古代 、大阪の歴史、文化の中 地で たた 、

代の遺跡が 的に存 する。難波宮が た後 、大坂（石山）本 とその 内町が建設され、

その後 豊臣大坂城、徳川大坂城とその城 町が建設された。 代においては の 関 の施設が

かれた。このように大阪は古代から中・ 世、および 代に る で、 が国の 治、 済、文化

の中 地と て栄えて た。

地にはこれら 代の遺構・遺物が 好に遺存 ている。これらは難波宮期の遺構とと に

地が歩 で た歴史を す ので 、大阪の歴史、文化を顕彰するた の 要な要 といえる。

3  本 的 の保存活用に する要

史跡の本 的 を構成する要 の 、活用に する要 を本 的 の保存活用に する要

とする。　

図37　前期東八角殿院の遺構

に後期大極殿および後殿の 元基
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基

昭和29年（1954） の た発掘調

査、研究によ 難波宮跡の歴史的 要性が

らかにされ、それらを構成する遺構の

、規 、性格が とな た。中 部

の い が史跡に指定され、昭和46年

（1971） 、 て地表部にそれらの

、規 を すた に遺構表 がおこな

れて た。史跡を れた市 は、それら

によ て難波宮の 体 を理解 、歴史を

追体 することがで る。

の 整備

史跡難波宮跡は大阪という大都市の中

部に することから、史跡と て保存

された 大な敷地は、市 にと て

な ー ン ー とな ている。た

、難波宮跡は、本 は一体とな た い

間に が ていたので るが、現 は阪

神高速道路・中央大 と上町 によ て 3

の区画に されている。その 3 のう

ち、南部 は中央に大極殿を含む朝

堂院とその東側に官衙、北部 は内

裏、西部 は「難波大蔵」とお れ

る官衙と 5 世紀代の大型建物群で る。こ

のような に て、 とに

宮殿内におけるそれ れの に た遺

構の 間を ージで るようにするた

には、 は周 の道路景 と

的に することが 要で 、周辺部（道

路際）に高木の植 をおこな ている。

た都 部の史跡公園と て市 が え

る 間で るた には、 要な 所に 木

による緑 が 要で る。 後、北に

する大阪城公園と一体化 た歴史公園と

図38　 と て表現された前期八角殿遺構

図39　上町 いに植 された 木

図40　南部 に設 された 所
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て整備、活用する方 で 、そのた に

大阪城公園からの緑の連 た 間と

て 木の植 は 要で る。

歴史公園と て市 が に利用する

た には、公園施設と ての 施設が

要で る。 、 所、給 水、

等、 要な施設を整備することが 要で

る。

4）史跡指定地外に 、史跡と一体

的に えることによ を する

要

の

現 史跡に指定されている は、難

波宮の のうち内裏、朝堂院などの中

部と、東・西の官衙の一部で 、そ

の周 には難波宮の宮域内で るが 指

定の が多く が ている。これらの

指定地から 、これ でに多くの難波

宮期の遺構が か てお 、そのうち

の 数の のは地 に保存されていて、

地表 に解説 等が掲 されている。

難波宮跡の 体 を理解するた に

は、中 部の史跡指定地のみの整備公

では が 、これら周辺部の遺構と

て活用することが 要で る。そ

のた に 新たな史跡追加指定への

組み 要で る。

の

昭和29年（1954） の た難波

宮跡の調査、研究によ 、古代史上にお

ける学 的 要性が らかにされて た

図41　難波宮跡よ 大阪歴史博物館 中央 を む

図42　博物館地 の保存遺構 学

　図43　 博物館 1 ン ン では （ ） に保存遺構を  

学で る。　
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ことは、これ でに れて たとお で る。一方難波宮 前、そ て 後の歴史の 性に い

て 同 に 要で 、これらに いて 研究成果を展 、よ く市 に 報発 することが

要で る。大阪歴史博物館はそれらの 積された調査研究成果を展 、 た10 展 からは史跡

を することがで る。地 には前期難波宮の遺構が保存されていて、学 員等の解説によ

学することがで るなど、難波宮跡と一体化 た難波宮の ージアム（遺跡博物館）と て

の 要な を ている。難波宮跡の保存、活用をすす るた には、難波宮跡の 要性に いて

市 に理解を ることが 要で るが、そのた に 史跡に する大阪歴史博物館の は 要で

る。難波宮 後の、中・ 世、 ・現代の歴史に いての展 等 てお 、大阪の都市の

歴史を か すく理解することがで 、 で る。
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第 章　

　

1 史跡指定地内

【現 】

昭和39年 1964）に第 1次史跡指定、同51年 1976）に第 2次指定がおこな れた後、同54年 1979）

2 月22日 けで、大阪市が史跡難波宮跡を管理す 公 体と て指定され、それ は大阪市教

育委員会が主体とな 管理を 施 て た。

同45年（1970）には学 者からなる難波宮址顕彰会整備計画小委員会および同 事会が 成さ

れ、大極殿院地区の整備基本計画の検 がなされた。その計画にそ て、 46年 1971）よ 第 1 次

整備事業と て大極殿院が整備され、大極殿基 の 元等がおこな れた。その後、同56年（1981）に

は前記の整備計画小委員会を発展さ た難波宮跡整備計画委員会および同専門委員会が 成され、南

部 体の環境整備事業の基本計画が検 され、その計画にそ て南部 が整備された。

平成12・13年度には大阪歴史博物館と 大阪 会館の 館に て、西部 の整備

がおこな れた。

平成13年度 は、史跡の管理を大阪

市 と とみど 振興局（現、 済

局）が することとな 、それ 後は

教育委員会、建設局を含 た 3 局が 同

で、難波宮跡の保存活用事業をおこな

ている。

一方、 事業を含 たよ い

から史跡の保存、整備、活用事業を 施

するた に、平成26年度 は大阪府（都

市整備部、府 文化部、教育庁）が加 、

市と 同で事業の検 をすす ている。

史跡指定地内における史跡保存の基本

的な方 は、 のとお で る。

史跡内においては建築物等の新築は

、史跡と ての環境整備事業を 的

と た遺構表 施設設 工事、および

公園と ての 施設等の設 は る。 図44　南部 の遺構表
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その際、設 工事等による地 掘 は、表土 で る 内と 、地 遺構（難波宮期の遺構 の

上 に る中・ 世の遺構 含 て）へ を さないことと ている。

史跡指定地のうち公 化されている 所に いての日 管理は大阪市 済 局がおこない、 公

化の敷地に いては、土地所 者がおこな ている。

【 】

難波宮跡は大阪市の中 部に することから地 が高 で 、史跡指定地の い上 がすす

、 収の敷地が少なから ている。特に北部 に顕 で 、同 の環境整備

が で ることの原 に な ている。

日 管理は大阪市がおこな ているが、整備、活用事業等の が多部局に かれているた 、

の所 の 化、 一に 間を要するとい た が る。

年は 等の理 によ 、新規の環境整備事業がすす でいない。公 、活用に た て、

所、公園 などの 施設 化 てお 、 た園内の解説 新 報を記 た のに 新が

要で る。

2）史跡指定地外

【現 】

昭和50年 1975）の文化財保護法改 、埋蔵文化財の事前 出制度が 立され、史跡指定地外

での発掘調査が 加 た。これらは 間事業者による 発行 に伴う 合が多く、これらの調査によ

て発 された難波宮期の遺構は、土地所 者等と協 、遺構保存の協 を 、建築計画（建築

の 、基 構 の変 等）の変 等によ 、遺構の保存をで るか 図 て た。さらに遺構

表 解説 等の設 に いて 協 を ている。 と た遺構が発 された 所に いては、

条件の整 た 所から史跡に追加指定 、公 化を図 ている。これらの敷地の日 管理は土地、建

物の所 者、管理者によ おこな れている。

【 】

これらの 要遺構が発 された敷地は 人所 の のがほと どで る。遺構を保存するた に建

設計画を変 、 た遺構表 等をおこなうた には多 の費用を要することにな 、そのた 理解

を ることは容 ではない。史跡指定をおこない、公 化を図ることが で るが、 等の関

で 難な 合がほと どで る。

これらの敷地は小規 な のが多く、 た史跡周辺に ていることから、相 の関連性等を理

解 にくく、 学会等で活用されることが少ない。難波宮の 体 を理解するた に 、 ン 、

ーム ージ等で積極的に 、 発を図ることが れる。
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1 ）史跡指定地内

【現 】

史跡指定地のうち、昭和46年 1971）から て環境整備事業を 施 ている南部 は、

同51年度 でに大極殿院の整備が 、その後 引 朝堂院の遺構表 と、 、給 水、

所等の 施設の設 、および周辺部の植 等の整備がおこな れ、一 に公 されている。南部

は都 部に保存された が の る ー ン ー と て で 、日 的な いの と

て、 た、難波宮の歴史を追体 する と て多くの 者に利用されている。 の市町 から、

小中学生の 体が大阪歴史博物館の 学とセ で利用する ー 多い。一方、都 部に る い

ー ン ー と て で るた 、中央区 など多くの 事、 ン の会 と て（特

に ・ 期の 日を中 に） く利用されている。

平成13年 2001）に西部 の北 部に大阪歴史博物館が 館 て、難波宮跡の ー

ジアム（遺跡博物館）と て、多くの 館者に難波宮跡に関するさ な 報（学 的 要性、遺跡

保存の歴史、史跡整備の 等）に いて

周 することがで ている。 た同館の

地 には前期難波宮の「難波大蔵」とされ

る高 建物群とそれを区画する塀など

の遺構が保存されている。これらの一部

は学 員、 ン アの解説で 物を

学で る。 た同館の10 展 から

史跡の 域を すことがで 、難波宮

に いての周 、 に大 な を果

た ている。敷地内には法円坂遺跡の 5

世紀倉庫 1 棟が現 に 元されてお 、

内部 公 されている。西部 は

大阪歴史博物館、 大阪 会館の

前 間と ての性格が 、 た大阪

城へのア セ 間に な ていること

から、これらの利用者が える施設を設

、同 に難波宮 5 世紀倉庫群の歴

史を理解することがで るような整備を

おこな ている。

北部 は、旧 大阪 局

図45　南部 は市 の いの と て利用されている

図46　南部 でおこな れた四 ワ
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敷地は用地 等によ 大阪市 地とな ている。旧大阪府 会館敷地は大阪市によ 収がおこ

な れ、 た 西日本敷地のうち一部が用地 によ 大阪市の所 とな ているが、その他の

敷地は公 化がおこな れておら 、環境整備事業等は 施で る。

【 】

南部 の南半 は現 では整備は ておら 、 た南西部の旧日本 十 社用地と東側

部の旧大阪市住宅供給公社用地（第 5次指定地）は、公 化はおこな れているが環境整備事業は

施で る。その東側の平成25年度に追加指定された用地は、 年中に公 化がおこな れる 定

で る。南部 の遺構表 法と て、後 のように前・後 2 期の宮殿遺構の 者を同一平

（地表 ）に表 ている。これは難波宮の歴史にと て 者がと に 要な ので 、 方のみ

の遺構表 とすることは でないとの判 による ので る。そのた 者の表 方法を な た

法とすることで、その いを 的に で るように考えた。た する大阪歴史博物館の

10 展 から 者の いを理解することは で るが、史跡部 において大極殿 元基

上（地上2.4 ）から む 度では、一 の 学者が 者の いを することは 難で る。そのた

現地に いて 難波宮跡の 体 を理解 、 を てその ール を体 するとい た 果

は期 で ないという が とな ている。

朝堂院 アに いては、昭和51年度 、遺構表 等の環境整備事業をおこな ているが、後期

難波宮に いては、朝堂の数を12堂と て表 ている。これは の学 的水 と て、 代

の朝堂院の数は12堂で ると考えられていたこと、遺構の保存のた には発掘調査はで る けおこ

な ないようにするとい た方 によ とられた ので る。 か 、その後におこな れた調査に

よ て、後期朝堂の数は 8堂で ることが らかとな たことから、 後、南部 南半 の整

図47　大阪歴史博物館10 展 よ 難波宮跡北部および南部 を む



− 65 −

備をおこなう に修 をする 要が る。

住 による いの と ての利用が

おこな れている 、整備がすす でい

ないた に 者の数は多くない。大阪歴

史博物館の展 から史跡の 域が で

ることによ 、同館の ー ン後は、展

を 学 た後に史跡部 で を な

いとい た が けられる。大阪城公

園との一体的な利用 すす でいないのが

現 で る。

西部 は平成13年度に整備工事が

、市 に公 されている。大阪歴史

博物館、 大阪 会館の前 間と

て多くの人が利用することから、

等の安 を考 て、敷地中央部 に

いては、建物の遺構表 法と て、地上

に を けるとか、柱 を 出すると

い たことは 、地表 に平 的に す

ことと た。それによ 安 に利用 す

くはな ているが、地上に立 た から

は遺構表 を にくいという が

る。

5世紀 元建物は特に 根部 に みが けられ、 た敷地 辺部の 施設は木 で 、植

と て た ン ン が 要で る。地 が敷地南端部に 多くの人が利用 て

いるが、西部 が大阪城 大阪 会館への 路とな ている は 定で ない。

難波宮跡への 部という立地を活か た活用が られる。難波宮跡の ージアムで る

大阪歴史博物館との連 に 工 が 要で る。現 では、博物館を 館後に史跡部 に を こ

とが少なくな ている 向がみられる。

北部 は史跡指定はおこな ているが公 化が 施の敷地が多く、環境整備事業はおこな

れていない。整備活用の方 を 定 、整備事業をすす る 要が る。

2）史跡指定地外

【宮域内で発 された 要遺構の活用－現 と 】

史跡指定地の周辺地区で 、多くの 要遺構が発 されているが、これらは 間による 発行 の

事前調査と ておこな れた発掘調査によ て発 された のが多い。先 のように、史跡への追加

図48　西部 整備 （西よ ）

図49　北部 の現 （西よ ）
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指定がおこな れた 所 、その他の 所に いて 後追加指定を 指す で るが、 難

な のがほと どで る。これらは小 積による調査が多く、発 された遺構に いて 的な

のが多い。 た調査によ て、周辺地区での成果を総合することによ て、 る 度相 の関連

性を類推すること となることは るが、それらの 体 は らかにで ない 合が

で る。朝堂院西側（国立大阪病院敷地内）で発 された建物遺構（ ）、東方官衙地区の東北部で発

された 建物跡（ ） の方向をむいた総柱建物（ ）、朝堂院西南部一 で発 されている

数の掘立柱建物（ ）など、その 期 性格などは らかでない。 か 、 地の宮殿遺跡の調査研

究がすす ことによ 、古代の宮殿には る 度 する規 的な殿舎 の特 が ることが

か ている。難波宮跡に いて 史跡指定地の周辺で か た遺構のうち特定の のに いて

は、その性格を らかにで た 合が る。 門・朝集殿地区の遺構などはその代表的な ので

る。そのほかに 史跡周辺部で発 された遺構に いては、事業主の理解を て遺構を保存すること

０ 10 200m
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図50　宮域内で発 された 要遺構（図中のアル は本文に ）
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がで た が る。建物 地 構

の形 を変 遺構に がでないよう

に た ので るが、さらに協 を 、

発 された遺構を地表 に表 た 所

数 る。前期朝堂院南門（ ）、東方

官衙地区（ ）、その東北部の 建物遺

構（ ）、内裏西方倉庫群（ ）、朝堂院東

側地区（大阪市住宅供給公社敷地）（ ）な

どで る。事前調査後に建設された建物

内に展 施設を設 、出土遺物が一

に公 されているとこ 数存 する。

後 発掘調査で難波宮関連の遺構が発

された 合には保存の協 を るとと

に、遺構の表 、解説 の設 等に いて

理解を ることが 要で る。一方、

年の調査研究によ らかにされ

る宮域の に いて 、 なとこ か

ら、解説 等によ て市 に か すく

す等の が れる。解説 の 類、

形 等に いては、設 所の特 、条件

等を考 に れて な方法を検 す

で る。

これらの遺構保存地区 解説 の設

所等に いては ン 等によ 市 に周 、 学会等の をおこなうなど、史跡公園部

と連 た積極的な活用を図ることが 要で る。

【宮域外で発 された難波宮跡関連遺構の活用－現 と 】

これ でに ておこな れた発掘調査によ 、難波宮の宮域がほ らかとな た。そ てそ

の 内で発 された 要遺構は、 後、保存と活用を図ることが 要で ることを た。一方、

宮域外において 同 に、難波宮に関連するとみられる ・ 代の遺構が 所で発 されてい

る。 た難波宮の南側には、中 の 長 上に「 大路」の跡が 、その 側には四 に

る間に900 （ 265 ー ル）間 （ くはその 2 の 1の間 ）の道路 跡が されていて、難波京

の条 の跡で ると考えられている。 年、これに合 する に橋の跡がみ か 、条 制による

道路区画が施工されたことが されるようにな た。その周辺には ・ 代の 院の跡

数推定されてお 、古代都市難波京の 相 お ながら推 することがで る。

図52　図中 　前期朝堂院南門柱 の表

（新築建物 を南に ら て遺構を保存）

図51　図中 　遺構表 と解説

（新築建物 を西側に ら て遺構を保存）
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このような関連する 遺構、 くはその出土地に いて 、 ン 、解説 等の 成、

学会 会の 施、博物館施設 区 所等の活 等を て、市 に新たな 報を 供 、難波宮

を中 と た ・ 代の大阪の を追体 で る 会を くることが 要で る。

　 整備 の

【現 】

　 に、これ でに 施 た史跡指定地内の環境整備事業の内容を記す。

第 整備

発掘調査の指 関で る難波宮址顕彰会専門委員会の委員の中から 出された整備計画小委員会

（構成 野清、太田博太郎、 本 次郎、 、関野 、 山 男、山根徳太郎）によ て基本

的な構 が検 され、次いでこの基本構 を 体化するた に、昭和45年（1970）12月に、整備計画

事会（構成 、上田宏 、 公 、 、 仁、田代 、直木孝次郎、中尾

芳治、水野 好）が設 され、 施計画に いての検 をおこな たうえで、 46年度よ 同50年度

で、第 1次整備事業と て大極殿院の整備事業をおこな た。大極殿と後殿および軒廊の基 を

元 、その周 の回廊に いて 基 の高 によ 遺構の表 をするという ので る。整備計
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画の検 内容および概要は、『史跡難

波宮跡―第一次環境整備事業概要―』

（大阪市教育委員会1976）に記されて

いる。

第 整備

引 昭和51年度よ 、南部

の大極殿院周辺の整備をおこ

な た。 昭和56年（1981）10月には、

新たに難波宮跡整備計画委員会（構成  図53　大極殿基 の 元を記念 て の公 がおこな れた。 

野清、太田博太郎、 男、関野

、 清 、直木孝次郎、 山 男、 、 山 ）を設 、前・後 2 期の遺構表 の 方、

その 法などに いて 、南部 の朝堂院 体に いての環境整備基本構 の検 をおこ

な た。 た同委員会で検 された内容を 体化するた に難波宮跡整備計画専門委員会（構成  

徹、 公 、 仁、都出 、中尾芳治、水野 好、 元 、安 三、安原 ）が設 

された。これら委員会の によ 定された整備 法の概要は、『史跡難波宮跡―環境整備事業

中間報告―』（大阪市教育委員会1984）に と られている。概要は のとお で る。前期難波宮

の遺構は掘立柱構 で ることから、建物の を一 掘 、表 を するタ ル等の は  

を基調とする。後期は遺構の を基 に 上 、中 建物は で たことから、 の  

は を ージで る くは を基調とするという ので る。前期、後期と に難波宮の歴

史にと て同 に 要な ので るから、どちらか と けを のではなく、 者を表 するこ

とと た。同一平 上に 2 期の遺構を同 に表 することになるが、その際、表 方法を けるこ

とによ 、 的に 者を 別で るように た ので る。

この基本的な考え方に基 昭和52年度 第２次の、南部 の整備事業をおこな て た。 

た西側の上町 いには高木を 、大極殿、朝堂院 間と道路部 との景 上の を図 、  

た北側の中央大 ・阪神高速道路 いは西半 は同 に高木の植 をおこなうが、一方中央部は道路北

側に 内裏が がることから植 は 、内裏 間の一体的な が が られるように た。 

園者の を図 て、 所、 、 水設備等の設 、 木の 水用の給水設備の設 をおこな た。

第 整備

平成10年度には、それ では南部 の整備がおこな れるのみで たた 、これの北側の

北部 、およびその西側の西部 含 た史跡 体の整備計画を と 、同12～13年度

に、西部 の整備事業をおこな た。この事業は建設省（ ）と文化庁の 者からの補助を  

けて 施 た。

このと の検 内容は、 のとお で る。北部・南部・西部の 3 の とに遺構と立
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地の特性を と 、それ れに られ

る を考 、それに 要な整備 法

を検 た ので る。概要は『難波宮

跡公園整備基本計画』（大阪市建設局花

と緑の推進本部1999）に と られてい

る。

基本的な考え方は、南部 は宮

殿の中 部で 、朝堂院の が る

間を活か 、遺構表 は平 的な の

と 、都 部に る ー ン ー と

て整備、活用する。北部 は内

裏という の生活 間で たことか

ら花木を た いの 間と 、一方西

半 の旧 大阪 局敷地は 3 の

と大阪城、大阪歴史博物館との

に たることから、 ム ード

的な を た 、難波宮跡の 部と

ての整備を図る。西部 は大阪

歴史博物館および 大阪 会館の

前 間的な と、周辺地区に す

る人、大阪城への 者等が た と

で る都市公園的な整備 法と 、 た難波宮、法円坂遺跡の 5世紀倉庫群の理解を ることが

で るような整備とする。

この計画に された内容は、現 難波宮跡の活用、整備の基本的な考え方とされている。

【 】

昭和46年度 、現 に る でおこな て た難波宮跡の整備は主と て平 的な遺構表 が中

で 、 た都 部に る ー ン ー と て中・高木の植 を多く 、大阪城公園から

く緑の 間を 指 て た。この遺構表 の 法は、 よ 地の官衙遺跡の整備 法と て一

的に 用されて た ので 、 後 難波宮跡整備 法の基本とするとこ で る。一方で市の財

の 化等の によ 、 年は環境整備事業と ての ード の整備は すす でいない。

大阪歴史博物館の 館者は、展 を た後、難波宮跡に を に大阪城公園等、他所に向か

うという ー が少なくない。難波宮跡を会 と た ン ここ数年は特定の にとど て

お 、新たな活用の 大には ていないとい た現 る。

このような 度の び み等の現 を考 すると、よ 多くの市 、 阪者に難波宮の存 をア

図54　前期遺構表 （西八角殿院南回廊）

図55　後期遺構表 （朝堂院西回廊）
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図56　南部 遺構表 の現
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ールで るようにすることが 要で 、そのた には新たな活用、整備の 法が れる。

　

1 ）現 と

難波宮跡の整備事業は、昭和46年 1971）の 、大阪市教育委員会が中 とな 、外部

者による難波宮跡整備計画検 委員会の指 を けて、大阪市建設局公園 部局と 同で整備事業

をおこな て た。

その後、平成14年度 は、それ で教育委員会がおこな て た事業は市 と とみど 振興局

（現、 済 局）に 、その後は 3者が 同で難波宮跡の保存活用事業をすす ている。

平成26年度 は、難波宮跡の整備活用事業は大阪府・市が 同で 施することとな 、 者によ

計画 の検 をすす ている。

このように難波宮跡の整備事業は 施主体が多部局に ているのが現 で 、計画 定から

施に る に多くの 間等を要する に る。 後 とするとこ で る。

図57　西部 整備 （北よ ）
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2 大阪歴史博物館との連 化

大阪歴史博物館は大阪の都市と ての歴史を展 するとと に、難波宮跡の遺跡博物館と て建

設された。10 の展 からは史跡の 域が展 で 、建物の地 には前期難波宮の遺構が保存さ

れている。展 内の展 は大極殿の 大 元 型などが中 で 、小中学生 外からの

館者に 、難波宮の 体 を か すく ている。

調査、研究を推進 、その成果を発 、難波宮の存 を く 発するた には、大阪歴史

博物館が中 とな てこれらの事業をおこなうことが 要で る。難波宮跡の史跡を 外展 と

て け、展 を と た館活 と一体的な関 を く 、史跡を活用 た活性化事業等の

画、 施等の検 が れる。

　

上、本 に た保存（保存管理）、活用、整備、 営体制に いて「史跡指定地内・外」と「現 ・

」に けて、次 の一 表に と る。　
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第 章　 の基本方針

　基本方針 の

難波宮跡は が国で の本格的な宮殿遺跡と て、考古学、古代史上において極 て 要な

を る ので 、国 的財産と て に えていかなけれ ならない。その立地する 所は大

都市大阪市の中 部で 、このような 所に い の遺跡が保存されたことは 国的に がな

く、他に うることといえる。このような保存の歴史を 大規 遺跡が現代社会において に

保存活用されるた には、史跡の「本 的 」を く理解 、歴史を追体 する で るとと に、

都 部に された緑地、 ー ン ー と ての 、 、 に する 要が る。

発掘調査によ て らかにされた難波宮は、宮殿中 部に北よ 順に内裏、大極殿院、朝堂院を 、

南側に 門で る「 門」が る。現 史跡に指定されているのは、内裏、大極殿院、朝堂院を中

と た で る。その周 には官衙の遺構が が てお 、部 的には宮殿の周 を画する塀 回

廊などの区画施設が検出されている。た 、史跡指定地内に て 調査の は多い。北部

の内裏北半 南部 の朝堂院東方の追加指定 など、 後発掘調査を 施 、研究

をすす ることで、多くの新たな事 が らかになる のとお れる。 た、指定地外においては、

発に伴 て周 に がる遺構群の発掘調査 おこな れている。難波宮の宮殿遺跡と ての特 、

体 を市 に理解 て らうた には、史跡指定地 けの整備では十 とは え 、それらの調査

の際には、調査、研究成果を市 に公 、さらなる 発を図ることが 要で る。

史跡の保存活用は、史跡で ることを第一の要件と 、歴史的要 （史跡の本 的 ）を か

すく市 に すた の整備と、都市公園と ての 性、 性等を 合さ た歴史公園とすること

を基本方 とする。一方、その周辺に がる官衙地区に いて 保存と活用が られることによ 、

難波宮の 体 を く、か か すく市 に すことがで る。これらを に連 さ た保

存活用計画を 定することは、 後の都 部における大規 遺跡の保存活用の 方に いて と

の ルを す のといえる。 た、古代 の歴史を 大都市大阪の歴史、文化のシン ルと

て、それに さ い風格と く のた の中 的事業で 、市 の の と て、

さらに大阪城と一体化 た大阪の歴史を体現で る歴史公園と て、 振興の中 施設と なる

ので る。
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　 の基本方針

上記の難波宮跡の 特性に 、保存活用のた 基本となる理念を す。

1 本 的 を構成する要 、およびこれに る要 を保存 、 へ向けて する。

2 難波宮跡の調査、研究を 、その成果を積極的に 報発 、大阪のシン ルと て、市  

    が保存、 ていく の 成に る。

3 史跡指定地周 の難波宮跡遺構が存 する土地の史跡追加指定をおこない、これらを含 た保

    存活用に る。

4 史跡で ることを 大の特 と た歴史公園と て、「本 的 」を市 が く理解で る 

    のとする。

5 大阪城公園と一体化 た活用、整備をすす 、大阪の古代から中世、 世および 代に る歴

　　史を追体 で る歴史公園とする。  

6 学 教育、生 学 等における活用を図 、大阪の歴史を学 と て活用するとと に、難

    波宮跡の 発を図る。

7 大阪の歴史のシン ルと て、市 の の と ての活用を図 、 た集 、

    に で る 法の検 をおこなう。
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第 章　

　 の方

1 ） 基本方

・史跡の本 的 の構成要 を保存する。

・史跡の本 的 の構成要 に る要 の な保存 くは 管理をおこなう。

・本 的 の構成要 、およびこれに る要 の公 、活用をおこなう。

・史跡の追加指定、公 化をおこなう。

2） 保存（保存管理）の方法

・保存されている地 遺構、遺物を に保存（保存管理）する。

・難波宮期の地 遺構によ 定 けられる 間を に保存（保存管理）する。

・公 、活用に た ては、学術調査等の成果を え、 な をとる。

・ 現 変 を する 合は、地 遺構を な ないこと、および史跡と ての景 に調和する

ので ることを条件とする。

・保存管理に た ては関 関と連 を図 、 た市 、周辺住 等の協 、参画を図る。

・指定地周辺の 要遺構が発 されている敷地の地 者等と協 、史跡追加指定、公 化を図る。

　 の

史跡指定地内において、現 を変 、 くはその保存に を す行 を ようとすると

は、「文化財保護法」第125条の規定によ 、文化庁長官 てに現 変 申 を 出 、 を

ることが 要で る。た 現 変 に いては の 、 たは のた に 要な 急

を る 合、保存に を す行 に いては の で る 合は、この でない、とさ

れている。

た「文化財保護法施行 」第 5条第 4 によ 市に を委 されている事 に いては、大阪市

教育委員会が判 する。 た行 の内容によ ては、 出が 要な の る。

に、現 変 が 要な行 、大阪市教育委員会が判 する行 、現 変 の 出が 要な行

に いて、主な のを記 する。

1） 現 変 の 申 が 要な行 の事

1 建築物の新築、建 、 築、
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2 工 物の新設、改修、

3 地形変 、土木工事等

4 木 の（ 、）植 、 根

5 その他史跡の保存に を す行 、など

2） そのうち大阪市教育委員会が判 する行 の事

1 小規 建築で 2年 内の期間を て設 される のの新築、 築 たは改築

・ 小規 建築とは、 数が 2 で、か 地 を ない木 たは の建築物で て、建

築 積（ 築 たは改築に ては、 築 たは改築後の建築 積）が120平方 ー ル の

のをいう。

2 工 物（建築物を く）の設 くは改修、 たは道路の くは修

・ 改修は設 の日から50年を ていない工 物に る のに る。 た道路の 、修 は、

それ れの土地の掘 、 土、 土その他土地の形 の変 を伴 ない のに る。

3 史跡の管理に 要な 、説 、境 、 いその他の施設の設 たは改修

4 柱、 、 管、水道管、 水道管その他これらに類する工 物の設 たは改修

5 （建築 たは設 の日から50年を ていない）建築物等の

6 木 の 、など

3） 現 変 の 申 が 要な行

法第125条の規定で、「 の 」、「 のた に 要な 急 」、「保存に を す行

に いては の で る 合」は、 申 が 要とされている。これに する行 に いて、

に す。た これらの行 の 施に た ては、事前に大阪市教育委員会と協 をする のと

する。

1 の

・ 史跡、 たは 記念物（ 、史跡等とする）が 、 たは ている 合において、  

その に をおよ すことなく 史跡等をその指定 の現 （指定後において現 変 等の

を けた のに いては、 現 変 後の原 ）に すると 。

・ 史跡等が 、 たは ている 合において、 たは の 大を するた

の 急 をすると 。

・ 史跡等の一部が 、 たは 、 部 の 旧が らかに で る 合において、

 部 を すると 。

2 のた に 要な 急

3 保存に をおよ す行 のうち の な の

・ 史跡等に直 に物理的変 は加えないが、 らかの をおよ す行 のうち、その が

な の。



− 79 −

4 ） 日 的な 管理

指定地内における のような日 管理に いては、現 変 等の をとる 要はない。

た 、その内容、 度によ ては現 変 等に する 合 るた 、原 と て大阪市教育委

員会に連 をと 、 要に て協 をする のとする。

・史跡指定地内の 、 木等の 定、 木の 、 路等路 の簡 な補修等。

・ 存建築物、工 物の 管理。 根、外壁および内 等の修 、改修等で掘 を伴 ない の。

・その他上記に類する 度で 、建物、工 物の に 要な修 で、掘 を伴 ない の。

　 の

史跡難波宮跡を に保存管理するた に、史跡指定地内における現 変 行 に する 体的な

基 を のように定 る。

1） 建築物の新築、建 、 築、

・ 建築物の新築、建 、 築は原 と て ない。た 史跡整備および管理を 的と 、事前

協 によ 要性が られた のに いては、地 遺構に を さない のに いては

る。その 施に た ては、建築物の構 、外 等に いて、史跡にと ての 好な景

保 に する。

・建築物の に た ては、事前協 のうえ、地 遺構に を えないよう ておこなう。

2  工 物の新設、改修、

・ 工 物の新設、改修に いては、史跡整備および管理を 的と 、事前協 によ 要性が

られた のに いては、地 遺構に を さない のに いては る。その 施に た

ては、工 物の構 、外 等に いて、史跡にと ての 好な景 保 に する。

・工 物の に た ては、事前協 のうえ、地 遺構に を えないよう ておこなう。

3  地形の改変、および土木工事等

・ 地 遺構の保存に を す土地の掘 、史跡の景 に を す土地の掘 土等

の地形の改変は、原 と て ない。た 、史跡の保存、管理を 的と た のは、事前協

のうえ地 遺構に を さない のに いては る。その際、史跡にと ての 好な景

保 に する。

・ 史跡内に 的な道路の新設、 等は ない。た 、 等 の に いては、事

前協 のうえ、地 遺構に を えない で る 合が る。

・ 、給 水設備等の地 埋設物の新設、改修に いては、史跡の整備、管理、活用を 的と

た のに いては、地 遺構の保存に を えない で る。
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4  木 の植 、植 え、 、 根等

・ 木 の植 、植 え、 、 根に いては、事前協 のうえ、史跡の整備、管理、活用を 的

と た のに いては る。

・ 施に た ては、大阪市教育委員会等の立会いのうえ、地 遺構に を えないように

する。

　 の方針

第 3 に記すように、内裏、朝堂院を中 と た宮殿中 部に いては昭和39年（1964）の第 1次指

定に いて追加指定をおこない、公 化を図 て た。その後、昭和50年 1975）に文化財保護法の

改 が 、埋蔵文化財包蔵地の周 とその 内における 発行 に て発掘調査がおこな れ

るようにな た。それによ 史跡指定地の周辺で、難波宮の一部 くはそれに関連するとお れ

る と た遺構が 所で発 された。これらに いては条件の整 たとこ から順次史跡への追加

指定をおこない、その後、整備、活用を図 て た。 年では、内裏西側で発 された難波宮に先行

する古 代の大規 な倉庫群で る 法円坂遺跡 は難波宮跡に「 」指定がなされ、平成12・13年

度に史跡公園と ての整備工事がおこな れた。大極殿院東方で発 された東方官衙地区に いて 、

平成19年度および同26年度に追加指定がなされた。

一方、南部 の南側に、前期難波宮の朝堂院南門が発 されている。そのさらに南側に前期

の朝集殿と「 門」、回廊遺構が発 されている（「 門・朝集殿地区」と する）。 た前期の東

方官衙地区の 内において 、 指定地 外に 指定の敷地が多く ている。

この 2 所は遺構が極 て 要で ること、遺構の 合が 好で 、 た、 と の る

内に検出されていること等の理 によ 、 後、史跡追加指定にむけて地 者等と協 をおこな

い、史跡の追加指定と公 化を図ることが れる。

北部 において 、史跡指定地東 の 敷地は、難波宮跡・大阪城連 一体化構 にお

いて 要な 所で 、難波宮跡から大阪城にかけての 好な景 を 保するた に 要で る。

遺跡の上で 内裏に する 所で 、 、史跡に追加指定 、公 化を図ることが い。
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第 章　

　方

難波宮跡は都 部に がる大規 遺跡で るから、その活用の検 に た ては、史跡と ての活

用と都市公園と ての活用という 方の を らかに 、それらを えた難波宮跡公園と ての

活用が 要で る。 、 方からの を す。

【史跡の 】

・難波宮跡の本 的 の保存、次世代への

・難波宮跡の本 的 を理解 、歴史の追体 の

・特別史跡大坂城跡と一体化 た、古代から 世、 代に る大阪の歴史が された 合遺跡

【都市公園の 】

・大阪城公園と一体とな た歴史公園

・ 、 ーシ ンの 大阪という大都市の都 部で、市 がく 、 える と緑の

間

・ 事等に利用で る都 の ー ン ー

・ 等 の 難地

・都市景 の形成

　方針

これらの を とに、 を活用の基本方 とする。

史跡で ることを 大の特 と た歴史公園と ての活用を図る。

都 部に する が の る歴史公園の を活か た活用を図る。

史跡の保存、活用と都市公園と ての利用が一体化 た活用を図る。

大阪城公園と一体化 た歴史公園と ての活用を図る。

学 教育、生 学 と連 た活用を図る。

市 の の と て け、 た ・集 に で る新たな展 を検 する。

的な難波宮跡公園の を展 た活用計画とする。

　方

昭和29年 の た発掘調査、研究によ 、難波宮跡が学術的に極 て 要な遺跡で 、
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が国で 古の本格的な宮殿で ることが らかとな た。難波宮跡は都市と ての大阪のルーツと

いう 遺跡で る。 た山根徳太郎を中 と 市 を ての保存 によ 、大阪市という

大都市の中 部の い が保存されていることは、大阪の歴史 けでなく、 が国の古代史研究

上、 た遺跡保存の歴史上、大 な 跡と て記 される 事 で る。

とこ が現 では、市 に ての難波宮跡の 度は 高い のとはいえ 、 の

平城宮、京都府の平安宮などと て は ない。 く市 に周 され、その 要性が

されることは、 後の保存活用計画をすす るた の基本条件となることで る。 ーム ージの

公 等、新たな 報公 ツール等が 発されるなかで、さ な 法を用いて積極的にこれをお

こなうこと、 た関連 体と連 をと 、活 の を ることが 要で る。

1 学 教育との連

小中学 と連 をと 、 生 の歴史学 等に活用で るよう る。

史跡に する大阪歴史博物館は難波宮跡の遺跡博物館で 、難波宮跡の調査 保存に関する

が、 型 を中 と て か すく展 されている。 た展 から史跡の 体を

すことがで る。大阪歴史博物館と難波宮跡の利用を 進さ るた に、小中学 に かけ、

外学 等で博物館の利用と て難波宮跡の利用を 進さ ることが れる。教 を と

た利用 内 、学 員の 出前 など とお れる。

図58　 元建物を 学する小学生（西部 ）



− 83 −

2 生 学 との連

大阪市は生 学 をすす るた 、『生

学 大阪計画』（2017年改 ）を 成 てい

る。この中で「地域への の 成」と て、

大阪の 歴史、文化、 環境など、大

阪の を活か た学びの ワー

く をすす 、図書館 大阪歴史博物

館を中 と た生 学 施設等と連 、

学 の 会を 供 、 の を創 、発

、市 の への を高 ていく。と

ている。そのた に関 部 間の連 を

化 、本市が所 する 報 を

、活用するた の 組み く を くる

た に、関 部 による協 会が たれて

いる。これらの活 と連 、難波宮跡の

生 学 における活用を図 、 た 報発

に 、難波宮跡に する周 度を高

るとと に市 の向上に る。

3 地域との連

難波宮跡は地域住 にと て日 の い

の と て利用され、 た ン ア等によ 定期的に清 など おこな れている。難波宮跡

を会 と て難波宮 ル 四 ワ 、中央区 など、い い な ン

されていて、地域との が られる。難波宮跡が活発に利用されることは大阪市の活性

化に が 、 た市 の く の となる ので る。 後さらに地域との連 をす

す 、活発な利活用の 進を図るとと に、難波宮跡を市 の生活のなかに ける工 が

られる。

4 大阪歴史博物館、大学、研究 関、大阪城 守 との連

長年に たる難波宮跡の調査、研究は、 が国の古代史、考古学研究の進展に大 く て た。

後 これらを 、さらなる発展が れる。そのた には難波宮跡の遺跡博物館で る大阪

歴史博物館を中 と て、大阪市立大学をは とする関 大学、研究 関と連 、研究を発展、

化さ 、その成果を積極的に 報発 することが 要で る。 た大阪城 守 と 連 を図 、

大阪の歴史の研究をすす 、同 に 報発 をおこなうことが 要で る。

図59　難波宮 ル 1995年）

図60　四 ワ （2004年）
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5 集 、 に する

年、大阪には国内外から多くの が集 ている。難波宮跡は現 環境整備の 中で 、

多くの の利用に供する にはないが、先 のように、難波宮跡は大阪を代表する史跡で

、都市部にこれほど い が保存された遺跡は が国で他に がない ので る。 後、積極

的に 報発 てその 要性を顕 化さ 、 た大阪歴史博物館の活 と連 た 発をおこ

なう等の 組みによ て、多くの 者を ることに ていく 要が る。多 による

ーム ージ ン 等の活用など で う。 を検 するた には、これら

者の要 を て、集 、 に で る整備、活用計画の検 をすす ることが 要で る。
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第 9章　整備

1　整備の基本方針

これ でに史跡に指定されている は、宮殿内部を する東西（阪神高速道路・中央大 ）、

南北（上町 ）の道路によ て 3 の区画に されている（北部 、南部 、西部

）。それ れの区画には難波宮の中に て なる性格の遺構が するが、それ 外に立

地の条件、周辺環境等の が なるた 、それ れの区画に られる整備、活用の方 が な

ることとなる。それ れの区画における遺構の性格と立地等の条件、およびそれに た整備の方

を記す。

1 北部

【遺構の性格】　

・ 遺構の は中央・東地区と、西地区（史跡 指定）とに 2 される。中央・東地区は内裏の中

図61　 、および 別の敷地

中央・東地区

中央地区

西地区

①北部ブロック③西部ブロック

都市計画公園区域

史跡区域

②南部ブロック

東方官衙地区
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部に た 内裏 殿とそれを区画

する回廊の遺構が検出されている。

一方、　西地区は内裏と内裏西方倉

庫群との間に た 、主要な遺構が

発 されていない 間で る。

【立地等の条件】  

・ 大阪城公園に 、同公園との

合部に たる。

・ 大阪城公園、大阪歴史博物館、難波

宮跡の で るとと に難波宮

跡の 3 の の で

る。

・これ でに環境整備は で 、 後、新規に整備をおこなう 。

【整備の方 】

・ 大阪城公園との連 間と て、 いの を高 い、 者を一体化 た公園と ての興 を

る け く 。

・ 西地区は難波宮跡の 3 の の と て、 た大阪城公園からの 者を難波宮跡南

部 へ する ム ードと て ける。

・難波宮跡をは 周辺地区の歴史、文化財の ン ーシ ン 。

・ 中央・東地区は内裏の中 部で 、内裏 殿、回廊等の遺構表 をおこなう。内裏西外郭築地

遺構は、 が た が保存されている。こう た遺構の 物の公 展 を検 する。

・ この アは内裏という の生活 間で ることから、花木を中 と た らかい ージと

、 いの 間と て整備する。

・ 等 の 難地と て活用。

2 南部

【遺構の性格】　

・大極殿院、朝堂院を中 と た宮殿中 部。 朝 を中 と た が の る 間。

・朝堂院の東、西 側は官衙地域。

【立地等の条件】

・昭和46年 、 た史跡の環境整備事業がすす られている。南半部は 整備。

・朝堂院東側の官衙地域は、順次史跡の追加指定、公 化がおこな れている。

・東および南側は住宅地に する。

【整備の方 】

・宮殿中 部の 要な遺構に いて、前期、後期と に遺構の と規 を平 的に表 。

図62　後期内裏西外郭築地の 遺構
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・ 平 的な が を利用 て、 ン 、 事 ポーツなど、市 が多 で活 的な ー

シ ンを む 間と て整備。

・大阪城 守 難波宮跡の 3 の展 、集会合等の 。

・ 難波宮の中 部で 、史跡公園と て く中 的 けに る。難波宮を する

アと ての整備が られ、 の と て歴史的建 物の 元を検 する。

・ 等 の 難地と て活用。

3 西部

【遺構の性格】

・前期難波宮内裏西方倉庫群、法円坂遺跡の 5世紀倉庫群が敷地の 域に が ている。

【立地等の条件】

・大阪歴史博物館、 大阪 会館に 。

・地 谷町四 に 。大阪城公園、大阪歴史博物館等への 間と ての性格。

・平成10年度に「難波宮跡公園整備基本計画」を 定。同13年度に整備が工事 、公 。

【整備の方 】

・ 5世紀倉庫群および前期遺構を平 的に表 、 5世紀倉庫の 1棟を 元。

北部ブロック北部ブロック

南部ブロック南部ブロック

西部ブロック西部ブロック

図63　 の整備基本計画（大阪市建設局花と緑の推進本部1999所収）
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・大阪歴史博物館、 大阪 会館の前 間と ての集会合の 。

・人 が らい う都市公園。

・ ン な ン 間。

・ 等 の 難地と て活用。

　 整備方針

前 では、 との遺構の性格と整備の基本方 を た。

を改 、敷地 との「整備方 （ られる ）」と「 体的整備内容」を次 に と る。

内の地区 ・敷地 、および史跡指定次数とその は 図のとお で る。

　　　　　　　　　　　　　　　

大阪 史大阪 史

中 ・ 区中 ・ 区

北部ブロック北部ブロック

南部ブロック南部ブロック

西部ブロック西部ブロック

大阪

阪 中 大

区区

区区

日日
TT 日TT 日

大阪
会

大阪
会

大阪
会

大阪
会

中 区中 区

図64　 の地区および敷地
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1 北部

敷 地 整備方 （ られる ） 体的整備内容 

 

西 

地 

区 

旧

敷
地
西
半
部

 

・大阪城公園、難波宮跡、大阪歴史博

物館の － 3 者を ム

ード的 。 

・難波宮跡の 部。 

・人 が集 する集 性が高

い 史跡 間 。 

・難波宮、大阪城をは とする大阪

の歴史、文化財、 、 等の ン

ーシ ン 。 

 

・難波宮跡の 体解説、 学用 ン

等の設 。 

・ 多 施設 設 の検 － え 、

、 ー ン 、 ン ー

シ ン（大阪の 地、 の文化財、

ン 等）、大阪の特産 の 等。 

・ ア内施設の利用者、 者、高

者用の を設 － 等大型

の な 整備。 

・上町 いに 木の植 。上 な

間。 

旧
大
阪
府

会
館
敷
地

西
日
本
敷
地 

旧

敷
地
東
半
部

日
本

(
)

敷
地

 

中
央
地
区
・
東
地
区 

 

・内裏の中 部と て、内裏 間を追

体 （ ージ）で る 、整備。 

・南部 、大阪城 守 等の

。 

・ える 間の整備。 

・大阪城公園との連 。 

・ 物遺構の展 。 

・内裏 殿、内裏回廊の遺構表 。そ

の方法は南部 の の平

的遺構表 法を原 とする。内裏

殿の基 元。 。 

・回廊の遺構表 を活用 た 計

画。 

・（ の生活 間で る）内裏を

ージで る花木を中 と た植 。 

・旧 敷地内に保存されている

積遺構の 物公 。 

 

・史跡指定地外で ることを活か

て を集中 て設 。
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2 南部

敷 地 整備方 （ られる ） 体的整備内容 

第
一
・
二
・
三
次

お
よ
び
五
次
指
定
地 

・難波宮跡 3 の中 アと

ての 。 

・宮殿中 部の 要遺構で る大極

殿院、朝堂院等の遺構表 。 

・難波宮跡の 体および の遺構の

解説。 

・集会合 。 

・朝堂院の が る 間を利用 て、

ン 、 事 ポーツなどの

ーシ ン 間。 

・（大阪城公園から南に く）上町

いの緑地。 

・難波宮のシン ル的 ン の

設 。 

 

・難波宮跡の 体解説と の遺構解説。 

その際、ＡR 等、新たな解説 法の 。 

・ 整備 の遺構表 は、南部

でこれ でにおこな て た平 的遺構

表 の 法を原 とする。 

・北西部、南西部に ン ン を設

。 度を高 る 間設計。

 

 

 

・大極殿院・朝堂院の外側の区画は高木を

植 、 いを際立た る。 

 
 

・ ン への －朝堂院西側の

間は ン の ー ードと

て利用。 たこの 間を が

で る 生 － 者・高 者用の

と て 用いる。 

・歴史的建築の 元を検 。 

南西部の ン ン は道路 との高低

理が 要。 

朝堂院外側の植 （ ）  
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3 西部

区

・

 

・ 遺

 

・ 部 法

 

・ 市

 

・遺

（ 史跡 大 ）

 

 

 

・  

・ 7 発

遺 計画

法 用

 

・阪 ・中 大

 

・難波宮 中

 

・

計画 中

計画  

 

東
方
官
衙
地
区

100 1

 整備方 （ られる ） 体的整備内容 

第
四
次
指
定
地 

・前期難波宮内裏西方倉庫群と法円坂遺跡

の５世紀倉庫群を理解で る整備とする。 

・大阪歴史博物館、 の前 間と

ての集会合の 。 

・人 が い、 らい う 。 

・ ン な ン 間。 

・前期難波宮倉庫群、および法円坂遺跡の

体解説 等の設 、および の遺構を

地表 に表 。 

・展 ウ ド キ、 ン 等を設 。 

・法円坂遺跡の建物 棟を 元。 

・南、東側の道路際に高木の植 。 

・平成 13 年度に整備工事 、公 。 
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　 整備 の

昭和29年 の発掘調査によ 、難波宮中 部の形 がほ らかにな 、 が国の古代史を考え

る上で極 て な遺跡で ることが された。 た 年の調査によ 宮殿中 部の周 の調査が

すすみ、宮域が概 推定で るようにな た。

その宮域内で、史跡指定地のうち南部 の南側において、前期朝堂院南門が発 されている。

そのさらに南側に前期の朝集殿と「 門」、回廊遺構が発 されている（ 門・朝集殿地区）。これ

らは難波宮の中 部を構成する建物で 、難波宮の ン ー に たる極 て 要な遺構で る。

一方、 2 所で官衙の と た遺構が発 されたが、その内の内裏西方倉庫群は南半 が史跡に

追加指定され、史跡公園と ての整備工事がおこな れた（西部 ）。 う と の朝堂院東方

に がる東方官衙地区は、東北部の一部、およびその南側等の敷地が追加指定されたが、それ 外に

指定の敷地 多く ている。これらの地域で発 された一連の建物群は、前期難波宮の で官

衙が形成されていたことが らかとな 、 が国の国家体制がどのように整 て たかを るうえで

要な遺構で る。

区 
東方官衙地区

跡 

朱雀門・朝集殿地区 

図65　難波宮跡整備構 ージ図
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一方、北部 の史跡指定地東 の 敷地は、難波宮跡・大阪城連 一体化構 において

要な 所で 、難波宮跡から大阪城にかけての 好な景 を 保するた に 要で る。遺跡

の上で 内裏に する 所で 、 、史跡に追加指定 、環境整備をおこなうことが い。

これらの敷地内では発掘調査が 施の 多く ている。公 化の後、 要な発掘調査をお

こない、遺構の を たうえで、その 果を とに た環境整備事業をおこなうことが れ

る。その際の遺構表 の 法は、基本的には南部 の 法に うが、地 遺構の とそれ

れの敷地の利用計画に た 法とすることが 要で る。

　 の

難波宮跡の環境整備 法は、遺構を地表 に平 的に表 するという方法で る。 た前期と後期

2 期の遺構を同一平 に表 ていることから、地表 から たのでは、 者の いを

にくいという が る。

この に ては、解説 、 ン

等の設 が で る。道路によ

されている 3 の を と て史跡

体を説 する の、 の遺構を説 す

る のなど、 所と に た が

要で る。

3 の のうち、解説 が設 さ

れているのは西部 と南部

で る。 西部 の のは平成13年

2001）に設 た ので るが、南部

の のは昭和58・59年 1983・84）

に設 た のを、平成 5年（1993）に内容

の 新をおこな た ので る。その後に

らかにな た調査等の成果を とに内容

を 新す で 、 年 発がすす ら

れているＡ （ 現 ） 術等の新 法を

用いるなど、 か すい解説とする等の

工 が 要で る。

た 体解説 けでなく、 の遺構の

解説 、 間の関 等を解説する

ン ーシ ン さ る 要

が る。その際には大阪歴史博物館、大坂

図66　南部 設 の解説

図67　 年 を と た解説 と ン

（南部 西北部）
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城跡との連 を 、相 の を引 立て う工 が 要で る。

北部 の西地区は地 出 から大阪城、難波宮跡への 部でうとと に 間と

ての性格が る。 た、大阪城、大阪歴史博物館との で る。この地を ター と て、

の史跡、文化財 を計画する 者 えると される。 ン ーシ ン の中には、

、上町台地地区の史跡、文化財を する内容 含 ることが れる。これらの 域に たる

活用計画、 法等を検 する際は、大阪府、市の関 部局が連 を ておこなうことが 要で る。

た 間活 の など、新たな 法を 用するなどの検 が れる。
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第 章　 の整備

　 の

難波宮跡の発掘調査、保存、環境整備事業は、昭和46年 1971）の事業 、大阪市教育委員

会事 局文化財保護 が中 とな 、建設局公園整備 部局と協 て 施 て た。平成14年度

は、 施主体が市長部局の文化 部局とな 、 3者が 同で事業をすす て た。事業は一定

の成果を ることがで 、大阪市という大都市の中 部に、 い 積の史跡公園の体裁が整 て

た。平成13年 2001）には 地に難波宮跡の ージアムと ての大阪歴史博物館が 館 、

難波宮の周 度は高 をみ た。これ でに整備をすす て た中央大 南の敷地（南部

）はい い な ン 等に会 と て利用されるようにな 、市 が を び、 む 会

えて た。 後、よ 一 の市 利用を図 、内外からの 者への要 に えるた には さ

の 出 要で る。難波宮跡の存 を で る ン の 要性 指 されている。 の

と て主要な建 物の 元とい たこと 検 と て られよう。

このような に て新たな展 を るた には、 の体制では が 、新たな

による事業の 画、 営が 要で る。そのた には 史跡と ての整備 、「公園と ての整備」に加

えて 振興 、 地域振興 、 報発 、とい た関連する 野を する部局が 的に連 、

画、 営をおこなうことが 要で る。

現 、難波宮跡の保存管理、整備、活用事業は大阪市の 済 局、建設局、教育委員会の 3局で

てお 、研究、展 等は大阪歴史博物館がおこな ている。 た平成26年度からは、大阪府の

都市整備部、府 文化部、教育庁 事業計画の検 に加 ている。本計画に掲 る事 がよ

性を た のとするた には、これら 部 が連 、それ れの専門性を活か た 営体制とな

るよう、 を に た推進体制を 立する 要が る。 た、さらに事業をすす るた には、

発掘調査、史跡保存・管理、整備・活用計画の 定および 施等の一連の事業を一 て 施で る

組 の 立が れる。

　 の の

これ で難波宮跡の整備、活用事業は行 主 でおこな れて た。 か 年の 向をみると、

市 、 等の 間 体との連 の と活性化を図る方向に ている。行 は 会 を 供 、

際に事業をおこなうのは 間で るとする官 の の考え方で る。これ でに 難波宮跡

では のシー ンには の が されているが、さらなる積極的な が を 、 年を

て大 の市 が集える の 事等をおこなうことが れる。 行事の 、難波宮跡の清 （
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） 等、い い な内容が考えられるが、それらのア ア 集から 画、 営などに いて 、

市 体、 、 業等と連 た事業の推進を検 す で る。 たそれらの事業を 施する

に た ては積極的に 報をおこない、よ 多くの市 に難波宮をア ールで るよう ることが

要で る。

難波宮跡の整備活用事業に新たな展 を 、 道に るた には、市 ルでその 要性が

理解されなけれ ならない。そのた にはさらなる 度のア に 、市 の高 を図る

要が る。

これ で難波宮跡の保存は市 の協 を てすす られて た。 後、一 の保存、活用を図るた

に 、市 の理解と協 を てすす られるよう る 要が る。

　 の の

難波宮跡の整備、活用事業は、 後 大阪府、市が 同で推進 ていくこととするが、一方で、整備、

活用に た て新たな 、 法を すること 検 する 要が る。その と と て、指定管

理等の 法による 間活 の に関する検 で ると考えられる。 間 業の 独 の

による事業展 に関する 術、 などを活かすことによ 、難波宮跡に て新たな の発掘

報発 の 法など、活性化に ながる 法を で る 性が るとお れる。

た に た ては す 指 されている。 年の同 の事 をみると、指定管理等

の期間が られていることによる 中長期的 の さ、 たその の 特長を活か れ

ていないとい た指 る。 間事業者公 の際にはこれらの を考 、難波宮跡の保存管

理、 活用に 果の る がなされるよう条件設定等を定 る 要が る。そのうえで大阪府、

市の を 化 たうえで 間活用を図ることに なけれ ならない。
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第 章　 の

　

　整備基本 の

史跡難波宮跡の保存活用計画を と るに た 、これ での 、現 と 、整備、活用、

後の方 等を て た。 後この計画を とに保存活用事業の推進に向けて、中・長期的な

ジ ールを含 た 体的な整備基本計画の 定をおこない、環境整備事業を 行することが 要で

る。

　

　

本計画に記 た、保存、活用、整備、管理 営等の 施に た ては、よ 性の る のとす

るた に、 後、判 基 （ 検 等）を定 て事業 をおこなうなど、定期的な 察を

おこない、その 果を とに事業計画の 直 、修 等をおこなう 要が る。

察の方法と て、 検の およびその内容の を に す。

【保存管理】

・発掘調査、研究の推進 史跡内発掘調査計画の 定および調査・研究の 施、史跡外発掘調査の

　　 施（ 年）

・追加指定と公 化 史跡追加指定、公 化計画の 定および 施（ ）

・保存活用計画の 直 検の 施、 （ 年）、計画の 直 （ 5年後）

【活用（大阪歴史博物館と連 ）】

・ 者、 館者数（ 年）　

・ 報発 と 発、公 発掘調査現 公 、 ーム ージ等での 報発 （ 年）

・ ン 等の 事、市 参加 ン 等の 施（ 年）

・学 教育との連 外学 での活用、学 への出前 （ 年）

・生 学 との連 会（シンポジウムを含む）、 学会の 施（ 年）

・周辺文化財との連 周辺の史跡・文化財を含 た 学会、 ン 等の 施（ 年）

【整備】

・環境整備 整備計画に記された整備事業の 施（ 年）

・ 管理 日 管理の 施、 存遺構表 等の修 の計画立 ・ 施（ 年）

・周辺環境の整備 史跡周辺の道路・ ン等の設 者・管理者等との協 （ ）

【管理 営】

・管理 営体制の円 化 関 関の連 調整（定期的）

・市 との連 ン ア・市 体等との 会の 加（ 年）
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　　（旧大阪府営上町住宅敷地内の調査。後期石組暗渠ほか）

建設省国土地理院 1965『土地条件調査報告書（大阪平野）』

　このほか、周辺地域の調査報告は大阪市教育委員会・大阪市文化財協会刊行の『大阪市内埋蔵文化財包蔵地発

掘調査報告書』に掲載されている。

【環境整備・保存活用計画関連】

大阪市2013『特別史跡大坂城跡保存管理計画』

大阪市教育委員会1976『史跡難波宮跡』第一次環境整備事業

大阪市教育委員会1984『史跡難波宮跡』環境整備事業中間報告

大阪市建設局花と緑の推進本部1999『難波宮跡公園整備基本計画』

【史跡指定関連】

文化庁文化財保護部監修1986『月刊文化財』昭和 61年 5月号　（第 3次指定）

文化庁文化財部監修 2000『月刊文化財』平成 12年 12月号　（第 4次指定）

文化庁文化財部監修 2005『月刊文化財』平成 17年 3月号　（第 5次指定）

文化庁文化財部監修 2007『月刊文化財』平成 19年 9月号　（第 6次指定）

文化庁文化財部監修 2013『月刊文化財』平成 25年 2月号　（第 7次指定）
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